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に

　

日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
（
以
下
、
道
元
と
し
て
尊
称
を
略
す
）
は
中
国
曹
洞
宗
の
如
浄
よ
り
天
童
山
に
て
嗣
法
を
認
め
ら
れ
、
嗣
法
し

日
本
に
帰
国
し
た
。
本
論
で
は
、
宋
代
の
嗣
法
の
様
相
を
確
認
し
、
道
元
自
身
が
如
何
な
る
参
学
過
程
を
経
て
如
何
な
る
嗣
法
を
行
っ
た
の
か
を
考
察
し

た
い
。
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
存
す
る
分
野
で
あ
る
が）

1
（

、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
相
伝
史
資
料
の
授
受
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
後

世
へ
の
影
響
を
論
じ
る
上
で
も
、
道
元
が
日
本
曹
洞
宗
の
初
期
の
嗣
法
に
お
い
て
如
何
に
中
国
禅
宗
か
ら
影
響
を
受
け
、
日
本
曹
洞
宗
の
嗣
法
制
度
を
構

築
し
た
か
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
嗣
法
の
諸
相
を
確
認
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
初
期
曹
洞
宗
に
お
い
て
道
元
と
同
じ
く
中
国
で
の
参
学
経
験
を
有
す
る
僧
侶
と
し
て
寂
円
が
い
る
が
、
寂
円
の
嗣
法
に
つ
い
て
も
触
れ
、
初
期
曹

洞
宗
の
嗣
法
に
お
け
る
中
国
禅
宗
の
嗣
法
か
ら
の
影
響
を
論
じ
た
い
。

　

道
元
が
入
宋
し
帰
国
後
に
著
述
し
た
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
は
嗣
法
の
際
の
「
嗣
書
」
の
重
要
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
道
元
門
下
に
お
い
て
「
嗣
書
」

と
は
絶
待
的
な
伝
法
の
証
で
あ
り
、
師
か
ら
弟
子
に
伝
法
の
際
に
授
け
ら
れ
る
仏
祖
か
ら
の
相
伝
の
書
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
嗣
書
の
書
式
に
つ
い
て

は
「
嗣
書
」
巻
に
も
示
さ
れ
な
い
。
嗣
書
を
重
ん
じ
た
が
故
に
、あ
え
て
明
確
に
説
示
す
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
道
元
の
意
思
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

わ
ず
か
な
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
師
資
の
合
血
に
よ
り
記
さ
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
嗣
書
は
も
と
も
と
仏
祖
の
衣
裡
に
書
い
た

も
の
と
あ
り
、
ま
た
如
浄
が
一
生
涯
、
刺
繍
の
豪
華
な
「
ま
だ
ら
な
る
袈
裟
」
を
掛
け
ず
、
ま
た
芙
蓉
道
楷
の
袈
裟
が
伝
わ
っ
て
い
て
も
一
生
掛
け
な
か
っ

た
こ
と
を
述
べ
、
嗣
書
・
嗣
法
の
因
縁
を
ほ
と
ん
ど
の
者
が
知
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
仏
祖
の
衣
裡
に
本
来
、
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、

袈
裟
の
伝
授
と
も
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
道
元
の
意
識
も
感
じ
ら
れ
る
。

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元

廣　

瀬　

良　

文
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そ
し
て
筆
者
は
、
曹
洞
宗
道
元
門
下
に
お
け
る
「
嗣
書
」
に
よ
る
伝
法
そ
の
も
の
が
、
道
元
が
自
ら
が
所
持
す
る
「
嗣
書
」
に
よ
る
嗣
法
を
、
嗣
法
の

際
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
待
的
な
相
伝
の
書
（
相
伝
史
資
料
）
と
み
な
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
曹
洞
宗
の
伝

法
が
嗣
書
に
よ
る
嗣
法
（
今
日
で
は
、
嗣
書
に
血
脈
・
大
事
を
加
え
て
三
物
と
呼
ぶ
が
）
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
、
様
々
な
形
態
・
相
伝
史
資

料
の
授
与
に
よ
り
不
統
一
で
あ
っ
た
宋
代
禅
林
の
課
題
を
受
け
て
、
如
浄
よ
り
仏
法
を
相
伝
し
た
道
元
が
そ
の
法
系
図
を
嗣
書
と
呼
び
、
門
下
に
お
い
て

は
伝
法
の
証
を
嗣
書
に
限
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。「
嗣
書
」
巻
に
は
道
元
が
見
聞
し
た
宋
代
禅
林
の
嗣
法
の
様
子
が
記
さ
れ
て

い
る
。い

ま
江
浙
に
大
刹
の
主
と
あ
る
は
、
お
ほ
く
臨
済
・
雲
門
・
洞
山
等
の
嗣
法
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
臨
済
の
遠
孫
と
自
称
す
る
や
か
ら
、
ま
ま
に
く

は
だ
つ
る
不
是
あ
り
。
い
は
く
、
善
知
識
の
会
下
に
参
じ
て
、
頂
相
一
幅
、
法
語
一
軸
を
懇
請
し
て
、
嗣
法
の
標
準
に
そ
な
ふ
。
し
か
あ
る
に
、
一

類
の
狗
子
あ
り
、
尊
宿
の
ほ
と
り
に
法
語
・
頂
相
等
を
懇
請
し
て
、
か
く
し
、
た
く
は
ふ
る
こ
と
あ
ま
た
あ
る
に
、
晩
年
に
お
よ
む
で
、
官
家
に
陪

銭
し
、
一
院
を
討
得
し
て
、
住
持
職
に
補
す
る
と
き
は
、
法
語
・
頂
相
の
師
に
嗣
法
せ
ず
、
当
代
の
名
誉
の
と
も
が
ら
、
あ
る
ひ
は
王
臣
に
親
附
な

る
長
老
等
に
嗣
法
す
る
と
き
は
、
得
法
を
と
は
ず
、
名
誉
を
む
さ
ぼ
る
の
み
な
り
。
か
な
し
む
べ
し
、
末
法
悪
時
、
か
く
の
ご
と
く
の
邪
風
あ
る
こ

と
を
。
か
く
の
ご
と
く
の
や
か
ら
の
な
か
に
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
人
と
し
て
、
仏
祖
の
道
を
夢
に
も
見
聞
す
る
あ
ら
ず
。
お
ほ
よ
そ
法
語
・
頂
相
等

を
ゆ
る
す
こ
と
は
、
教
家
の
講
師
、
お
よ
び
在
家
の
男
女
等
に
も
授
く
、
行
者
・
商
客
等
に
も
ゆ
る
す
な
り
。
そ
の
旨
、
諸
家
の
録
に
あ
き
ら
か
な
り
。

あ
る
ひ
は
そ
の
人
に
あ
ら
ざ
る
が
、
み
た
り
に
嗣
法
の
証
拠
を
望
む
に
よ
り
て
、
一
軸
の
書
を
も
と
む
こ
と
、
有
道
の
い
た
む
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ

ど
も
、
な
ま
じ
い
に
援
筆
す
る
な
り
。
し
か
る
ご
と
き
則
は
、
古
来
の
書
式
に
よ
ら
ず
、
い
さ
さ
か
師
吾
の
よ
し
を
か
く
。
近
来
の
法
は
、
た
だ
そ

の
師
の
会
に
て
得
力
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
か
の
師
を
師
と
嗣
法
す
る
な
り
。
か
つ
て
そ
の
師
の
印
を
得
ざ
れ
ど
も
、
た
だ
入
室
・
上
堂
に
咨
参
し
て
、

長
連
牀
に
あ
る
と
も
が
ら
、
住
院
の
と
き
は
、
そ
の
師
承
を
挙
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
大
事
打
開
す
る
と
き
、
そ
の
師
を
師
と
せ
る
の
み

お
ほ
し
。（『
道
元
禅
師
全
集
』
一
巻
、
四
二
八
頁
・
四
二
九
頁
。
以
下
、『
正
法
眼
蔵
』
各
巻
か
ら
の
引
用
は
、
河
村
孝
道
校
註
『
道
元
禅
師
全
集
』

第
一
巻
、
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
、
河
村
孝
道
校
註
『
道
元
禅
師
全
集
』「
第
二
巻
」
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
か
ら
の
引
用
と
す
る
。）

と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
①
当
時
の
臨
済
僧
が
嗣
法
の
証
と
し
て
参
学
の
師
に
法
語
・
頂
相
を
求
め
て
い
た
こ
と
。
②
或
る
僧
は
多
く
の
師
よ
り
法
語
・
頂
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相
を
蓄
え
て
お
り
、
晩
年
に
は
金
銭
で
住
持
職
を
得
る
こ
と
。
し
か
も
、
あ
ら
か
じ
め
法
語
・
頂
相
を
も
ら
っ
て
い
た
師
で
は
な
く
、
名
誉
あ
る
有
名
な

僧
侶
や
王
臣
と
親
し
い
僧
を
師
と
決
め
て
嗣
法
す
る
こ
と
。
③
禅
僧
で
は
な
い
教
家
の
講
師
や
在
俗
の
人
に
対
し
て
も
、
禅
僧
達
が
求
め
の
ま
ま
頂
相
や

法
語
を
許
し
与
え
て
お
り
、
そ
れ
は
諸
家
の
録
に
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
④
嗣
法
に
か
な
う
よ
う
な
人
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
嗣
法
の
証
を
求
め
る

に
応
じ
て
書
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
そ
の
場
合
、
古
来
の
書
式
に
よ
ら
ず
、「
師
、
吾
」
に
授
け
る
な
ど
の
文
言
を
欠
く
こ
と
が
あ
る
。
⑤
師
の
印
（
師

か
ら
悟
り
の
証
明
）
を
得
て
お
ら
ず
住
院
の
際
に
は
そ
の
師
承
を
表
明
で
き
な
く
と
も
、
後
に
弟
子
達
が
大
事
打
開
（
禅
境
に
至
っ
た
）
し
た
際
に
、
弟

子
が
（
そ
の
門
下
に
参
禅
し
て
い
た
）
師
を
師
と
し
て
法
を
嗣
ぐ
こ
と
が
近
来
あ
る
こ
と
、
な
ど
と
当
時
の
嗣
法
を
め
ぐ
る
状
況
を
述
べ
る
。

　
「
長
連
牀
に
あ
る
と
も
が
ら
、
住
院
の
と
き
は
、
そ
の
師
承
を
挙
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
大
事
打
開
す
る
と
き
、
そ
の
師
を
師
と
せ
る
の
み
お

ほ
し
」
と
あ
る
が
、
弟
子
の
側
が
師
に
対
し
て
嗣
法
書
を
通
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
嗣
法
関
係
を
結
ぶ
の
は
当
時
一
般
の
形
態
で
あ
っ
た
。「
長
連
牀
に
あ
る

と
も
が
ら
」
と
は
、
僧
堂
に
お
い
て
重
要
な
役
職
者
の
た
め
の
単
で
は
無
く
、
長
連
牀
と
い
う
長
く
連
な
っ
た
単
に
お
い
て
目
立
た
ず
に
他
僧
に
交
じ
り

参
禅
し
て
い
た
の
み
の
僧
が
、
住
持
と
な
っ
た
際
に
は
大
悟
し
て
い
な
く
て
も
、
後
の
大
悟
の
時
に
そ
の
参
禅
経
験
の
あ
る
師
僧
の
名
を
弟
子
の
側
か
ら

師
と
し
て
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

参
禅
の
際
に
は
印
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
師
か
ら
法
語
や
頂
相
の
み
を
受
け
て
お
い
て
、（
後
に
住
持
と
な
っ
た
際
に
師
承
関
係
を
表
明
す
る
こ
と

が
出
来
れ
ば
行
う
が
）、
さ
ら
に
住
持
の
際
に
は
表
明
で
き
な
く
と
も
後
々
に
な
っ
て
大
悟
し
た
際
に
、
弟
子
の
側
か
ら
嗣
法
を
表
明
す
る
、
と
い
う
こ
と

が
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
の
が
宋
代
禅
林
の
実
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
師
承
関
係
を
弟
子
の
側
か
ら
明
ら
か
に
し
て
嗣
法
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
面
授
を
絶
待
と
す
る
道
元
は
問
題
に
し
た
の
で
は
無
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。　

唐
代
禅
宗
と
相
伝
史
資
料

　

中
世
禅
宗
の
嗣
法
を
考
え
る
上
で
、
そ
こ
に
「
戒
検
」
を
重
視
す
る
同
時
代
の
顕
密
仏
教
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
一
方
で
は
宋

代
禅
宗
に
お
け
る
嗣
法
の
状
況
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
日
本
中
世
禅
宗
の
嗣
法
が
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
か
ろ
う）

2
（

。

　

そ
も
そ
も
中
国
禅
宗
六
祖
の
慧
能
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
中
国
禅
宗
に
お
い
て
既
に
経
巻
の
伝
授
・
伝
法
偈
に
よ
る
伝
授
・
伝
衣
に
よ
る
伝
授
な
ど
、
後

世
に
も
見
ら
れ
る
様
々
な
伝
法
の
証
明
が
既
に
存
在
し
た）

3
（

。
伝
法
偈
は
段
階
的
に
成
立
し
、
宋
代
に
は
伝
法
の
系
譜
と
と
も
に
灯
史
に
採
用
さ
れ
て
入
蔵
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が
許
可
さ
れ
、
国
家
的
な
承
認
を
得
た）

4
（

。
慧
能
が
文
字
の
読
み
書
き
が
出
来
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
文
字
は
禅
の
本
質
で
は
な
く
、
真
理
を
示
す
為

の
手
段
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
逸
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
多
く
の
場
合
は
文
字
・
偈
等
の
言
句
を
借
り
て
伝
法
が
成
立
し
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。

　

宋
代
に
は
、
禅
宗
の
大
悟
の
在
り
方
に
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
即
心
是
仏
」
を
基
調
と
し
あ
り
の
ま
ま
を
肯
定
し
た
唐
代
禅
を
組
み
替
え
て
、

文
字
禅
・
公
案
禅
に
よ
る
超
越
的
な
大
悟
体
験
を
も
た
ら
す
究
極
的
な
装
置
と
し
た
の
が
宋
代
禅
で
あ
っ
た）

5
（

。
宋
代
に
は
灯
史
に
収
録
さ
れ
た
故
事
を
基

盤
に
『
無
門
関
』（
一
二
六
〇
年
以
前
成
立
）、『
碧
巌
録
』（
一
一
二
五
年
成
立
）、『
従
容
録
』（
一
二
二
三
年
成
立
）
等
の
公
案
集
が
、
学
人
を
大
悟
に
導

く
為
の
公
案
禅
・
看
話
禅
の
書
と
し
て
成
立
し
た）

6
（

。

　

師
か
ら
弟
子
へ
文
字
に
よ
る
印
可
証
明
の
為
の
法
語
や
頂
相
が
発
給
さ
れ
た
宋
代
は
、
こ
う
し
た
文
字
禅
・
公
案
禅
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

宋
代
に
お
け
る
嗣
書

　

道
元
は
如
浄
か
ら
印
可
さ
れ
「
嗣
書
」
を
授
か
り
帰
国
し
た
。
し
か
し
実
は
、
宋
代
に
お
け
る
「
嗣
書
」
は
一
般
的
に
、
弟
子
か
ら
の
嗣
法
の
表
明
と

し
て
の
書
で
あ
っ
た
。
日
本
曹
洞
宗
道
元
下
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
、
師
と
弟
子
の
合
意
の
も
と
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
な
嗣
法
の
書
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
道
元
自
身
の
門
下
に
お
け
る
「
嗣
書
」
の
嗣
法
に
お
け
る
絶
待
的
な
位
置
づ
け
自
体
が
、
道
元
の
明
確
な
意
図
・
思
想
に
基
づ
く
取
捨
選
択
の
結

果
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

嗣
書
と
は
、
道
元
の
用
例
と
は
異
な
り
、
宋
代
禅
林
に
お
い
て
新
住
持
と
な
っ
た
弟
子
が
師
の
も
と
に
書
を
送
り
、
法
を
嗣
い
だ
こ
と
を
知
ら
せ
る
為

の
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
菅
原
研
州
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

7
（

。
当
時
の
「
嗣
書
」
の
用
例
を
み
て
み
れ
ば
、『
嘉
泰
不
灯
録
』
巻
一
九
「
澧
州
霊
巖
仲
安
禅
師
」

に
、

澧
州
霊
巖
仲
安
禅
師
。
幼
為
比
丘
、
壮
留
講
聚
。（
中
略
）
謁
圜
悟
禅
師
於
蔣
山
、
時
仏
性
為
座
元
。
師
扣
之
即
領
旨
。
逮
性
住
徳
山
、
遣
師
至
鍾
阜
、

通
嗣
書
。
圜
悟
問
、
千
里
馳
来
不
辱
宗
風
。
公
案
現
成
如
何
通
信
。
師
曰
、
覿
面
相
呈
、
更
無
回
互
。（『
大
正
蔵
』
五
一
巻
、
六
八
一
頁
ａ
）



一
三
一

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

と
あ
り
、
霊
巖
仲
安
が
、
仏
性
法
泰
の
た
め
に
圜
悟
克
勤
に
嗣
書
を
通
じ
る
使
者
を
つ
と
め
た
話
が
載
る
。
こ
こ
で
言
う
嗣
書
を
今
日
の
師
か
ら
弟
子
へ

嗣
法
の
証
と
し
て
相
伝
す
る
嗣
書
と
す
る
と
大
き
く
見
誤
る
。
師
の
克
勤
に
届
け
ら
れ
た
嗣
書
と
は
、
法
を
嗣
い
だ
こ
と
を
師
に
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
だ
。「
嗣
書
」
は
、単
に
「
書
」
と
も
、「
承
嗣
書
」「
法
嗣
書
」
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
弟
子
か
ら
師
に
対
し
て
嗣
法
を
告
げ
た
嗣
書
に
つ
い
て
、

道
元
の
用
い
る
「
嗣
書
」
の
用
法
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
便
宜
上
「
嗣
法
書
」
と
し
て
本
論
で
は
区
別
し
て
お
く
）。『
禅
苑
清
規
』（
一
一
〇
三
年
序
）

巻
六
の
「
馳
書
」
項
に
、

如
下
承
嗣
書
・
遺
書
入
院
先
馳
書
、
而
専
使
到
院
、
知
客
安
排
位
次
訖
、
法
堂
上
一
節
如
化
主
納
疏
之
法
。
書
記
宣
読
畢
、
専
使
於
住
持
人
前
、
両

展
三
拝
。（
鏡
島
元
隆
・
佐
藤
達
玄
・
小
坂
機
融
共
編
『
訳
註
禅
苑
清
規
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
一
九
七
二
年
、
二
二
四
・
二
二
五
頁
）

と
あ
る）

8
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。

　
「
承
嗣
書
」
や
「
遺
書
」
を
通
じ
る
際
、
入
院
の
際
に
は
、
先
ず
、
書
を
馳は

せ
て
急
い
で
送
る
。
書
を
携
え
た
専
使
が
寺
院
に
到
着
し
た
な
ら
ば
、
書
を

法
堂
上
に
届
け
納
め
て
、
書
記
が
宣
読
し
、
専
使
は
住
持
に
対
し
て
三
拝
す
る
。
そ
の
後
、
知
事
・
首
座
・
大
衆
は
住
持
人
を
賀
し
、
あ
る
い
は
慰
め
、
僧

堂
・
庫
堂
に
て
披
露
さ
れ
、
続
い
て
茶
湯
が
行
わ
れ
る
と
す
る
。

　

嗣
法
書
に
関
連
し
て
、
最
も
有
名
な
逸
話
が
、『
碧
巌
録
』
巻
二
、
第
十
三
則
「
巴
陵
銀
椀
裏
」
で
あ
る
。
雲
門
文
偃
（
八
六
四
│
九
四
九
）
の
嗣
法
の

弟
子
の
な
か
に
、
嗣
法
書
を
作
ら
な
か
っ
た
巴
陵
顥
鑑
の
逸
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

顥
鑑
は
、
師
で
あ
る
文
偃
に
嗣
法
書
を
通
じ
な
い
ば
か
り
か
、
師
の
示
寂
後
に
は
遺
言
に
従
っ
て
師
の
為
に
法
要
す
ら
行
う
こ
と
な
く
、
只
管
に
師
よ

り
受
け
継
い
だ
三
転
語
に
て
学
人
を
接
化
す
る
日
々
を
送
っ
た
と
い
う
。

　

接
化
を
続
け
る
こ
と
が
生
前
の
師
恩
に
報
い
る
と
い
う
逸
話
で
あ
る
が
、
生
前
に
は
嗣
法
書
を
通
じ
、
示
寂
後
に
は
法
要
を
行
う
こ
と
が
宋
代
に
一
般

的
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
に
反
し
て
嗣
法
書
を
通
じ
な
か
っ
た
巴
陵
の
逸
話
が
際
立
つ
の
で
あ
る）

9
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。
雲
門
宗
に
お
い
て
も
嗣
法
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、『
禅
苑
清
規
』（
一
一
〇
三
序
巻
）
編
纂
の
時
点
で
は
、
嗣
法
書
が
師
に
届
い
た
際
に
上
堂
が
実
施
さ
れ
る
儀
礼
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
既
に

黄
龍
慧
南
（
一
〇
〇
二
│
一
〇
六
九
）
の
頃
に
は
弟
子
か
ら
嗣
法
書
が
届
い
た
際
に
上
堂
が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
慧
南
は
、
諸
山
を
遍
参
し
、



一
三
二

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

石
霜
楚
円
の
も
と
で
趙
州
勘
婆
の
話
に
よ
っ
て
大
悟
し
た
。
黄
龍
山
に
て
化
を
振
い
、
三
関
と
い
わ
れ
る
公
案
を
用
い
て
学
人
を
導
き
、
黄
龍
派
と
い
わ

れ
る
多
く
の
弟
子
を
得
て
、
湖
南
・
湖
北
・
江
西
一
帯
を
中
心
に
広
ま
っ
た
。
慧
南
に
嗣
法
書
を
通
じ
た
人
物
に
、
報
本
慧
元
（
一
〇
三
七
│
一
〇
九
六
）

が
い
る
。『
禅
林
僧
宝
伝
』
巻
二
九
、「
報
本
元
禅
師
」
の
項
に
は
、

禅
師
、
名
慧
元
。（
中
略
）
治
平
三
年
春
、
至
黄
龍
。
時
南
禅
師
、
来
自
積
翠
。
龍
衆
如
蟻
慕
而
集
。
元
毎
坐
下
板
。（
中
略
）
久
而
頓
釈
其
疑
、
即

日
発
去
。
凞
寧
元
年
入
呉
、
住
呉
江
寿
聖
寺
。
遣
僧
造
黄
龍
、
投
嗣
法
書
。（『
続
蔵
』
一
三
七
巻
、
二
七
八
頁
ｃ
）

と
あ
る）
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。
慧
元
は
諸
国
参
学
の
僧
で
あ
っ
た
が
契
わ
ず
、
治
平
三
年
（
一
〇
六
六
）
春
に
慧
南
の
も
と
に
至
っ
て
問
答
を
交
わ
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
、
久

参
し
て
遂
に
大
悟
し
た
。
大
悟
し
た
即
日
に
黄
龍
慧
南
の
も
と
を
去
っ
た
が
、
熙
寧
元
年
（
一
〇
六
八
）
に
呉
江
の
名
刹
で
あ
る
寿
聖
寺
（
江
西
省
大
智

寿
聖
寺
）
に
住
持
し
た
際
に
は
僧
侶
を
遣
わ
し
て
嗣
法
書
を
投
じ
た
と
い
う
。

　

そ
の
翌
年
の
熙
寧
二
年
（
一
〇
六
九
）、慧
南
に
別
の
弟
子
か
ら
嗣
法
書
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。『
五
灯
会
元
』
巻
一
七
、「
隆
興
府
黄
龍
慧
南
禅
師
」
に
は
、

熙
寧
己
酉
三
月
十
六
日
、
四
祖
演
長
老
、
通
嗣
法
書
上
堂
、
山
僧
才
軽
徳
薄
。
豈
堪
人
師
。
蓋
不
昧
本
心
、
不
欺
諸
聖
。
未
免
生
死
、
今
免
生
死
。

未
出
輪
廻
、
今
出
輪
廻
。
未
得
解
脱
、
今
得
解
脱
。
未
得
自
在
、
今
得
自
在
。（
中
略
）
翌
日
午
時
、
端
坐
示
寂
。
闍
維
得
五
色
舍
利
、
塔
于
前
山
。

諡
普
覚
禅
師
（『
続
蔵
』
一
三
八
巻
、
三
二
六
頁
ｄ
）

と
あ
り
、
四
祖
法
演
（
一
〇
九
九
寂
）
が
師
の
慧
南
に
対
し
て
嗣
法
書
を
通
じ
た
際
に
、
慧
南
は
上
堂
を
行
っ
た
が
、
そ
の
翌
日
に
慧
南
は
示
寂
し
た
と

い
う）

11
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。
た
だ
し
、
こ
の
上
堂
は
、
先
行
す
る
『
黄
龍
慧
南
禅
師
語
録
』『
続
灯
録
』
に
は
「
辞
衆
」
の
為
の
上
堂
と
し
て
、
自
ら
の
寿
命
を
悟
っ
て
大
衆
に

別
れ
を
告
げ
た
も
の
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
如
何
な
る
過
程
で
嗣
法
書
の
上
堂
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
黄
龍
慧
南
の
も
と
に

四
祖
法
演
よ
り
嗣
法
書
が
届
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
伝
承
は
少
な
く
と
も
宋
代
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

黄
龍
門
下
が
住
持
す
る
寺
院
が
多
数
に
及
ん
で
い
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
嗣
法
書
が
師
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
の
も
と
を
離
れ
た
弟
子
の

動
向
を
、
師
で
あ
る
黄
龍
と
周
囲
の
禅
僧
た
ち
が
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
、
黄
龍
派
の
形
成
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た



一
三
三

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。　

　

四
祖
法
演
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
五
祖
法
演
も
、「
法
嗣
書
」
す
な
わ
ち
嗣
法
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。『
法
演
禅
師
語
録
』
巻
三
「
黄
梅
東
山
演
和
尚

語
録
」
に
は
、

四
面
専
使
文
詳
、
持
法
嗣
書
到
。
師
於
法
座
前
授
書
、
拈
起
問
専
使
云
、
這
箇
是
四
面
底
、
闍
梨
底
在
什
麼
処
。
使
云
、
験
在
目
前
。
師
云
、
幾
不

問
過
。
遂
陞
座
云
、
好
事
難
逢
。
何
不
出
来
大
家
唱
和
。
時
有
僧
出
問
云
、
石
頭
馳
書
猶
是
鈍
漢
、
玄
沙
白
紙
謾
説
同
風
、
四
面
齎
来
有
何
祥
瑞
。

師
云
、
春
気
発
来
無
硬
地
。（
中
略
）
師
乃
云
、
大
衆
、
四
面
長
老
有
書
、
対
大
衆
前
、
須
当
説
過
。
四
面
大
漆
桶
、
詳
師
分
半
桶
。
白
蓮
峯
下
開
、

薫
却
我
鼻
孔
。（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
六
六
五
頁
ａ
）

と
あ
る
。
法
演
は
黄
梅
の
東
山
に
住
し
て
い
た
が
、
か
つ
て
自
ら
も
住
し
た
四
面
山
の
住
持
か
ら
法
嗣
書
が
届
い
た
。
五
祖
法
演
は
「
拈
起
問
専
使
云
」
と

あ
る
よ
う
に
、
使
者
で
あ
っ
た
文
詳
に
対
し
て
問
答
を
し
か
け
た
と
い
う）
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。
使
者
も
た
だ
書
を
届
け
る
の
み
で
は
な
く
、
禅
僧
と
し
て
の
相
当
の
力
量
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
五
祖
法
演
の
言
葉
か
ら
文
詳
は
分
座
を
許
さ
れ
た
首
座
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る）

13
（

。　

　

ま
た
宋
代
臨
済
禅
の
巨
匠
大
慧
宗
杲
は
、
新
住
持
と
な
り
「
書
」（
こ
こ
で
は
嗣
書
あ
る
い
は
嗣
法
書
と
書
か
れ
な
い
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
に
該
当
す
る
）

を
通
じ
た
弟
子
に
対
し
て
法
語
を
送
り
返
書
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
大
慧
普
覚
禅
師
書
』（『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
巻
三
十
）
の
、「
答
鼓
山
逮
長
老
」
に
は
、

専
使
来
、
収
書
并
信
香
等
、
知
開
法
出
世
唱
道
於
石
門
、
不
忘
所
従
来
、
為
嶽
長
老
拈
香
、
続
楊
岐
宗
派
。
既
已
承
当
箇
事
、
須
卓
卓
地
做
教
徹
頭

徹
尾
。（
中
略
）
五
祖
師
翁
住
白
雲
時
、
甞
答
霊
源
和
尚
書
云
、
今
夏
諸
莊
、
顆
粒
不
収
、
不
以
為
憂
。
其
可
憂
者
、
一
堂
数
百
衲
子
、
一
夏
無
一
人

透
得
箇
狗
子
無
仏
性
話
。
恐
仏
法
将
滅
耳
。（
中
略
）
衲
子
到
室
中
、
下
刃
要
緊
。
不
得
拕
泥
帯
水
。」（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
九
四
二
頁
ｂ
│

九
四
三
頁
ａ
）

と
あ
る
。
新
住
持
と
な
り
「
書
」
と
香
を
送
付
し
て
き
た
鼓
山
宗
逮
に
対
し
て
宗
杲
は
返
書
を
送
付
し
た
と
い
う
。
宗
逮
は
、
宗
杲
の
弟
子
で
あ
る
東
禅



一
三
四

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

思
岳
の
法
嗣
で
あ
り
、
宗
杲
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
。
こ
の
法
語
か
ら
は
法
系
上
の
祖
父
で
あ
る
宗
杲
に
も
嗣
法
書
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
杲
か
ら

の
返
書
は
、
宗
逮
を
楊
岐
派
を
嗣
ぐ
弟
子
と
認
め
、
寺
の
米
が
無
い
こ
と
よ
り
も
弟
子
が
育
た
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
べ
き
と
い
う
住
持
の
心
構
え
を
記
し

て
訓
戒
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
直
接
の
弟
子
で
は
な
く
と
も
法
を
嗣
ぎ
開
堂
し
た
旨
を
知
ら
せ
る
書
が
届
く
こ
と
と
、
一
方
的
に
弟
子
か
ら
嗣
法

書
が
届
け
ら
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
返
書
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　

嗣
法
書
は
雲
門
宗
・
臨
済
宗
の
み
で
は
な
く
曹
洞
宗
に
も
あ
り
禅
宗
一
般
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
宋
代
曹
洞
禅
僧
の
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
│

一
一
五
七
）
の
語
を
集
め
た
『
宏
智
録
』
巻
三
、「
明
州
天
童
山
覚
和
尚
語
録
」
に
は
、
善
権
寺
に
開
堂
出
世
し
た
善
権
法
智
か
ら
正
覚
に
法
嗣
書
が
届
い

た
こ
と
に
因
む
上
堂
が
収
録
さ
れ
る
ほ
か）

14
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、『
宏
智
録
』
中
に
は
「
真
州
天
寧
琳
長
老
下
法
嗣
書
上
堂
」（『
宏
智
録
』
巻
一
「
江
州
能
仁
禅
寺
語
録
」）
お

よ
び
「
下
嗣
法
書
上
堂
」（『
宏
智
録
』
巻
三
「
明
州
天
童
山
覚
和
尚
語
録
」）
が
嗣
法
書
到
来
の
上
堂
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
弟
子
は
師
に
使
者
を
派

遣
し
て
嗣
書
を
届
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
入
院
の
際
に
は
師
の
た
め
に
法
嗣
の
香
を
焚
く
の
で
あ
り
、
時
代
が
下
る
が
、『
敕
修
百
丈
清
規
』（
一
三
四
三

年
刊
）
巻
三
に
は
、住
持
入
院
の
「
開
堂
祝
寿
」
に
お
い
て
「
惟
法
嗣
香
住
持
懐
中
拈
出
、自
挿
爐
中
。」（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、一
一
二
六
頁
ａ
）
と
あ
り
、

住
持
が
懐
よ
り
法
嗣
香
（
嗣
承
香
と
も
い
う
）
を
焚
く
記
事
が
存
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
嗣
書
は
、
法
嗣
書
・
嗣
法
書
・
承
嗣
書
な
ど
様
々
な
呼
称
で
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
、
弟
子
か
ら
師
に
送
り
入
院
・
嗣

法
を
告
げ
る
書
で
あ
っ
た
。
や
は
り
道
元
が
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
で
位
置
付
け
た
師
資
相
伝
の
書
と
し
て
の
嗣
書
の
用
法
は
一
般
的
で
は
無
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

嗣
法
書
へ
の
返
答
─
法
衣
の
授
与
・
法
語
の
授
与
─

　

弟
子
か
ら
師
に
対
し
て
嗣
法
を
表
明
す
る
の
が
宋
代
禅
林
に
お
け
る
嗣
法
書
の
役
割
で
あ
っ
た
が
、
師
が
弟
子
の
入
寺
に
際
し
て
、
使
者
を
派
遣
し
て

法
衣
を
送
る
こ
と
が
あ
っ
た
。『
敕
修
百
丈
清
規
』（
一
三
四
三
年
刊
）
巻
二
に
は
、「
受
法
衣
」
の
項
目
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

専
使
送
法
衣
至
。（
中
略
）
詞
云
、〈
某
人
和
尚
法
衣
表
信
、
専
此
奉
上
〉
以
柈
袱
、
托
呈
法
衣
信
物
。（
中
略
）
別
日
、
上
堂
法
座
左
辺
設
住
持
位
、

専
使
大
展
三
拝
。
捧
衣
遞
上
、
住
持
接
衣
有
法
語
、
披
衣
陞
座
。
或
嗣
法
師
已
遷
化
、
法
堂
右
間
設
霊
几
、
下
座
致
祭
諷
経
。
如
遺
書
至
之
礼
。（『
大
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正
蔵
』
巻
四
八
、一
一
二
二
頁
ｂ
）

と
あ
り
、
専
使
が
法
衣
・
信
物
を
新
住
持
に
届
け
る
際
の
作
法
が
載
る
。
専
使
か
ら
法
衣
・
信
物
を
受
け
た
な
ら
ば
、
別
日
に
上
堂
を
行
い
、
法
座
の
左

辺
に
住
持
位
を
設
け
て
専
使
よ
り
住
持
が
法
衣
を
受
け
る
。
住
持
は
法
語
を
誦
し
て
法
衣
を
着
し
て
陞
座
す
る
。
も
し
、
師
が
既
に
遷
化
し
て
い
る
場
合

に
は
法
堂
右
側
に
霊
机
を
設
け
て
師
の
た
め
に
諷
経
す
る
、
と
い
う
。

　

ま
た
師
自
ら
が
住
持
す
る
寺
院
の
後
継
と
し
て
嗣
法
の
弟
子
が
新
住
持
と
し
て
入
院
す
る
こ
と
も
あ
る
。『
敕
修
百
丈
清
規
』（
一
三
四
三
年
刊
）に
は「
若

新
命
是
嗣
法
弟
子
、
住
持
付
法
衣
有
法
語
。
披
衣
了
進
前
。
請
住
持
趺
坐
、
大
展
三
拝
、
不
収
坐
具
。」『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、
一
一
二
四
頁
ｂ
）
と
あ
る
。

　

新
住
持
が
嗣
法
の
弟
子
の
場
合
、
入
院
儀
礼
の
際
に
師
が
法
衣
・
法
語
を
弟
子
で
あ
る
新
命
住
持
に
付
与
し
、
そ
の
場
で
法
衣
を
新
命
が
着
し
て
進
前

す
る
伝
法
の
師
資
相
伝
を
象
徴
す
る
よ
う
な
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。
列
席
の
僧
侶
ら
が
見
守
る
中
で
、
新
命
が
法
衣
・
法
語
を
師
か
ら
授
か
る
わ
け
で
あ
り
、

伝
法
の
成
就
を
表
明
す
る
感
動
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

も
と
も
と
禅
宗
に
お
い
て
は
六
祖
慧
能
へ
袈
裟
が
夜
半
に
密
伝
さ
れ
た
よ
う
に
、
古
く
は
袈
裟
の
伝
授
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宋

代
に
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、『
禅
苑
清
規
』
に
は
印
可
・
入
院
・
嗣
書
到
来
な
ど
の
際
に
法
衣
の
伝
授
を
行
う
こ
と
は
一
切
記
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
栄
西
が
入
宋
し
た
際
に
は
師
の
懐
敞
が
栄
西
に
対
し
て
は
特
別
に
法
衣
の
伝
授
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
懐
敞
が

言
う
に
は
、
六
祖
慧
能
で
伝
衣
の
儀
礼
は
途
絶
え
て
お
り
通
常
は
行
わ
れ
な
い
が
、
外
国
人
で
あ
る
栄
西
の
為
に
特
別
に
法
衣
を
授
与
し
た
の
だ
と
い
う
。

　

ま
た
、
日
本
僧
で
は
無
本
覚
心
が
嗣
書
を
通
じ
た
際
に
法
衣
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
法
衣
の
伝
授
が
行
わ
れ
た
の
は
栄
西
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
り
、
日
本
僧
は
比
較
的
に
法
衣
を
授
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
国
で
も
元
代
成
立
の
『
敕
修
百
丈
清
規
』
に
は
法
衣
の
伝
授
が
載
る
。
こ
う
し

た
中
国
編
纂
の
清
規
に
お
け
る
変
化
が
時
代
に
よ
る
も
の
な
の
か
理
由
は
定
か
で
は
無
い
。
恐
ら
く
は
宋
代
に
は
栄
西
の
事
例
の
通
り
、
法
衣
の
伝
授
の

有
無
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
お
ら
ず
定
式
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
師
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
日
本
僧
た
ち
が
伝
法
を
象
徴
的
に
示
す
師
か
ら
の
法
衣
伝
授
を
望
ん
で
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
法
衣
の
伝
授
は
宋
代
に
は
定

式
化
し
て
お
ら
ず
、
嗣
法
の
際
の
伝
授
物
は
禅
僧
に
依
っ
て
変
化
し
て
い
た
の
が
実
態
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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印
可
証
明
の
た
め
の
法
語

　

宋
代
に
大
悟
体
験
を
前
面
に
押
し
出
し
た
圜
悟
克
勤
は
弟
子
に
対
し
て
印
証
の
為
の
法
語
を
与
え
て
い
た
。
中
国
禅
宗
で
は
法
語
や
伝
記
の
文
中
に
お

い
て
「
印
」「
印
授
」「
印
状
」「
印
証
」
な
ど
と
も
記
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
日
本
禅
宗
に
お
い
て
も
臨
済
宗
を
中
心
に
師
か
ら
弟
子
へ
発
給
さ
れ
た
印
可
状

の
源
流
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
克
勤
は
弟
子
に
対
し
て
印
可
証
明
の
「
法
語
」
を
与
え
、
仏
法
の
相
伝
を
認
め
た
。
克
勤
の
印
可
の
法
語
は
日
本
に
も
伝

来
し
て
墨
蹟
と
し
て
現
在
も
珍
重
さ
れ
て
い
る
。
克
勤
が
弟
子
の
虎
丘
紹
隆
へ
与
え
た
「
与
虎
丘
紹
隆
印
可
状
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
は
、
薩
摩
の

坊
ノ
津
に
流
れ
着
い
た
と
の
伝
承
を
有
す
る
こ
と
か
ら
「
流
れ
圜
悟
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
承
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
後
欠
の
文
書
で

あ
る
。
現
存
す
る
の
は
前
半
の
み
で
あ
る
が
、『
圜
悟
録
』「
示
隆
知
蔵
」（『
圜
悟
仏
果
禅
師
語
録
』
巻
一
四
）
に
よ
り
、
内
容
の
全
て
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
現
存
す
る
印
可
状
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
ま
ず
釈
迦
か
ら
迦
葉
を
経
て
二
十
八
世
の
伝
授
を
経
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
教

外
別
伝
・
単
伝
心
印
な
る
こ
と
は
六
祖
の
伝
衣
に
明
ら
か
で
あ
り
、
見
識
と
志
を
高
く
持
ち
堂
奥
に
入
り
「
印
証
」
す
る
、
と
記
す
。
さ
ら
に
は
、
圜
悟

の
師
で
あ
る
五
祖
の
孤
高
な
る
禅
風
に
も
触
れ
つ
つ
、
学
人
接
化
に
は
臨
済
の
金
剛
王
宝
剣
を
以
て
仏
祖
以
来
の
正
法
眼
蔵
に
契
ら
せ
る
の
で
あ
る
と
す

る
。
今
人
は
泯
黙
（
黙
照
禅
）
す
る
を
良
し
と
す
る
が
、
こ
れ
は
本
分
事
を
知
ら
な
い
大
病
で
あ
る
と
批
判
し
つ
つ
、「
趙
州
喫
茶
去
、
秘
魔
巖
擎
扠
、
雪

峯
輥
毬
、
禾
山
打
鼓
、
俱
胝
一
指
、
帰
宗
拽
石
、
玄
沙
未
徹
、
徳
山
棒
、
臨
済
喝
」
に
徹
底
し
、
葛
藤
（
迷
情
）
を
截
断
す
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

仏
法
伝
持
に
は
人
情
を
以
て
容
易
な
る
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
牢
関
（
悟
り
へ
の
急
所
）
に
至
っ
て
は
生
死
を
透
脱
し
正
印
を
提
持
し
て
打
開
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
の
法
話
で
は
「
印
証
」
を
認
め
て
仏
祖
か
ら
の
伝
持
を
証
明
し
つ
つ
も
、
紹
隆
が
住
持
と
し
て
今
後
行
う
べ
き
学
人
接
化
と
は
厳
格
な
る
指
導
で
あ

る
と
し
、
さ
ら
な
る
向
上
・
奮
起
を
促
す
文
面
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
末
尾
に
は
、
法
語
の
授
与
に
到
っ
た
因
縁
を
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
、紹
隆
は
克
勤
の
も
と
で
首
座
と
な
っ
て
か
ら
既
に
三
年
を
経
て
い
た
が
、克
勤
が
勅
命
を
承
け
て
都
（
開
封
か
）
の
天
寧
寺
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
「
法
語
」
を
得
て
法
の
契
り
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
。『
虎
丘
隆
和
尚
語
録
』
に
よ
る
と
、
こ
の
直
後
に
は
紹
隆
は
和
州
開
聖
院
に
て
住
持
を
勤

め
た
と
み
ら
れ
る）
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。
大
悟
に
よ
り
即
座
に
印
証
が
与
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
紹
隆
の
よ
う
に
別
離
等
の
契
機
に
よ
り
「
印
証
」
の
「
法
語
」
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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克
勤
が
学
人
に
対
し
て
印
可
の
法
語
を
与
え
た
事
例
の
中
に
は
、首
座
を
勤
め
た
際
に
与
え
た
も
の
も
あ
る
。
克
勤
が
、そ
の
法
嗣
で
あ
る「
裕
書
記
」（
仏

智
端
裕
）
に
与
え
た
法
語
に
は
、「
如
来
有
密
語
。
迦
葉
不
覆
蔵
。
迦
葉
不
覆
蔵
。
乃
如
来
真
密
語
也
」
と
あ
り
、
如
来
か
ら
迦
葉
へ
の
相
伝
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、如
来
の
真
実
の
密
語
（
言
語
に
よ
ら
ぬ
真
実
の
仏
法
）
が
誰
に
も
隠
さ
れ
ず
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
仏
智
端
裕
を
上
根
大
器
と
認
め
「
方

に
印
受
す
べ
き
な
り
」
と
し
、「
仏
智
裕
公
、
久
参
遍
歴
、
一
言
相
契
、
従
前
証
解
併
脱
去
、
卓
然
超
絶
。
遂
分
座
訓
徒
、
伝
持
流
通
此
大
法
印
。
因
書
法

語
以
贈
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
圜
悟
録
』
巻
一
五
、「
法
語
中
」、『
大
正
蔵
』
巻
四
七
、七
八
一
頁
ｃ
│
七
八
二
頁
ｂ
）。

　

克
勤
が
弟
子
の
大
慧
宗
杲
に
与
え
た
法
語
も
『
圜
悟
録
』
巻
一
五
「
法
語
中
」
の
「
示
杲
書
記
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

臨
済
正
宗
、
自
馬
師
黄
檗
、
闡
大
機
大
用
。（
中
略
）
綿
綿
的
的
到
興
化
風
穴
、
唱
愈
高
、
機
愈
峻
。（
中
略
）
非
深
入
閫
奥
親
受
印
記
、
皆
莫
知
端
倪
。

（
中
略
）
是
故
示
三
玄
三
要
、
四
料
簡
、
四
主
賓
、
金
剛
王
宝
剣
。（
中
略
）
要
扶
荷
正
宗
、
提
持
宗
眼
、
須
是
透
頂
透
底
、
徹
骨
徹
髓
、
不
渉
廉
纖
、

逈
然
独
脱
。
然
後
的
的
相
承
、可
以
起
此
大
法
幢
。
然
此
大
法
炬
継
他
馬
祖
百
丈
首
山
楊
岐
、不
為
忝
竊
爾
。」（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、七
八
三
頁
ａ
ｂ
）

と
あ
る
。
臨
済
正
宗
は
馬
祖
・
黄
檗
よ
り
綿
綿
嫡
々
と
し
て
興
化
・
風
穴
に
到
っ
た
。
堂
奥
に
入
っ
て
印
記
を
受
け
な
け
れ
ば
真
実
を
知
ら
な
い
の
も
同

然
で
あ
る
。
臨
済
正
宗
で
は
三
玄
三
要
、
四
料
簡
四
主
賓
、
金
剛
王
宝
剣
な
ど
の
公
案
を
示
す
の
で
あ
る
と
い
う
。
臨
済
正
宗
を
担
う
に
は
、
宗
眼
に
て

徹
頭
徹
尾
を
見
通
し
、
独
脱
の
境
地
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
的
々
相
承
し
て
こ
の
大
法
幢
を
興
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
旨
を
記
す
。
臨
済
正
宗
を

担
う
べ
き
人
物
と
し
て
そ
の
器
を
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
さ
ら
な
る
奮
起
を
う
な
が
す
よ
う
な
法
語
で
あ
る
。
さ
て
、
如
何
な
る
書
が
印
可
の
法
語

で
あ
り
、
如
何
な
る
書
を
単
な
る
法
語
と
す
べ
き
か
は
、
内
容
に
基
づ
く
極
め
て
困
難
な
判
断
が
伴
う
。
た
だ
し
少
な
く
と
も
虎
丘
紹
隆
・
仏
智
端
裕
・
大

慧
宗
杲
の
三
師
に
圜
悟
が
与
え
た
印
可
の
法
語
を
み
れ
ば
、構
成
が
類
似
す
る
。
こ
の
三
師
は
既
に
首
座
と
し
て
分
座
を
許
さ
れ
、学
人
を
導
く
立
場
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
語
で
は
順
不
同
で
は
あ
る
が
、
①
釈
迦
や
祖
師
か
ら
の
伝
来
を
述
べ
②
印
証
を
認
め
て
③
訓
戒
を
な
し
て
今
後
、
学

人
を
導
く
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
を
説
く
。
④
諸
々
の
公
案
の
名
を
挙
げ
つ
つ
⑤
大
悟
の
境
地
を
添
え
る
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
中
で
も
宗
杲
へ
の

法
語
は
、
器
を
認
め
つ
つ
も
一
層
の
努
力
を
う
な
が
す
要
素
が
強
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
内
容
、
構
成
は
類
似
す
る
。
ま
た
法
語
中
に
「
印
証
」「
印
受
」

「
印
記
」
な
ど
の
語
を
使
い
、
克
勤
は
印
可
証
明
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
克
勤
本
人
か
ら
す
れ
ば
印
証
し
た
弟
子
に
対
す
る
法
語
で
あ
る
と
い
う

意
識
を
明
確
に
持
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
法
語
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
克
勤
の
法
語
に
お
け
る
構
成
の
類
似
と
差
異
が
示
す
も
の
は
、
印
証
の
為
の
法
語
を
師
で
あ
る
克
勤
が
類
似
す
る
構
成
を
用
い
て
表
現
を
変

え
つ
つ
自
由
に
授
け
て
い
る
よ
う
な
、
い
ま
だ
印
可
状
が
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
宋
代
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
法
語
の
一
種
で
あ
る
印
可
の
法
語
と
、
そ
う

し
た
意
義
付
け
の
無
い
法
語
の
差
は
克
勤
自
身
に
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
複
数
を
比
較
す
れ
ば
判
明
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
他
者
か
ら
み
れ
ば
そ
れ

が
明
確
に
判
断
が
付
く
時
も
あ
れ
ば
明
確
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

つ
ま
り
厳
密
に
は
日
本
中
近
世
の
よ
う
な
明
確
な
「
印
可
状
」
と
し
て
の
絶
待
的
な
概
念
や
書
式
は
い
ま
だ
比
較
的
希
薄
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
法
語
」

の
中
の
一
種
と
し
て
印
証
の
法
語
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
克
勤
の
も
と
で
同
じ
よ
う
に
首
座
を
勤
め
た
学
人
に
対
し
て
「
印
」「
授
」
を
認
め
つ
つ
も
さ
ら
な
る
「
二
重
公
案
」
の
透
過
を
期
す
る
内
容
の

法
語
も
あ
り
、『
圜
悟
録
』
巻
一
六
「
法
語
下
」
に
収
録
さ
れ
る
「
示
勝
首
座
」
に
は
、「
釈
迦
老
多
子
塔
前
分
半
座
。
已
密
授
此
印
。
爾
後
拈
華
是
第
二

重
公
案
。
至
於
付
金
襴
鷄
足
山
中
候
弥
勒
。」（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
七
八
六
ｃ
│
七
八
七
ａ
）
と
あ
る
。

　

釈
迦
が
多
子
塔
前
に
て
迦
葉
に
伝
授
を
認
た
印
可
を
与
え
た
後
に
、
霊
山
に
お
い
て
拈
華
微
笑
を
な
し
て
法
を
付
与
し
た
と
い
う
「
二
重
公
案
」
が
あ

る
と
し
、（
釈
迦
以
来
の
）
金
襴
衣
を
付
し
て
鷄
足
山
中
に
て
弥
勒
（
新
た
に
こ
の
世
に
出
現
す
る
仏
）
を
待
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
内
容
も
、
首
座

を
務
め
た
と
い
え
ど
、
ま
だ
超
え
る
べ
き
関
が
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
な
る
修
行
を
う
な
が
す
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
杲
へ
送
っ
た
法
語
と
同

様
に
奮
起
を
促
し
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る
が
、
克
勤
は
首
座
を
務
め
た
者
に
同
内
容
の
印
証
の
法
語
を
与
え
た
わ
け
で
は
無
く
、
恐
ら
く
は
弟
子
そ
れ

ぞ
れ
の
境
涯
に
従
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
文
言
を
工
夫
し
て
い
る
。
こ
う
し
た「
二
重
公
案
」と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
複
数
の
段
階
に
わ
た
る
禅
の
印
可
観
が
あ
っ

た
こ
と
は
道
元
の
嗣
法
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
い
わ
ば
悟
後
の
修
行
で
も
あ
り
、
道
元
も
大
悟
を
認
め
ら
れ
た
後
に
如
浄
か
ら
帰
国
後
に
深

山
幽
谷
で
の
参
学
を
奨
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
『
行
状
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

克
勤
か
ら
俗
人
へ
の
法
語
伝
授

　
『
圜
悟
録
』
に
は
俗
人
等
に
対
す
る
法
語
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
圜
悟
録
』
巻
十
四
│
十
六
に
法
語
が
収
録
さ
れ
る
が
、
対
象
者
の
内
訳
は
、

「
僧
侶
」（
役
職
に
就
く
僧
侶
や
、
長
老
な
ど
の
地
位
の
僧
侶
） 

一
八
人
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「
禅
人
」（
僧
侶
で
あ
る
が
、
特
に
役
名
は
記
さ
れ
ず
禅
人
と
あ
る
人
） 

一
一
人

尼
修
道
者 

一
人

道
人
（
道
教
の
人
〉 

一
人

俗
人 

一
三
人

と
な
っ
て
お
り
、
俗
人
に
対
し
て
授
け
た
法
語
が
三
割
に
の
ぼ
る
。
ま
た
、
克
勤
は
頂
相
賛
も
多
く
残
し
て
お
り
、『
圜
悟
仏
果
禅
師
語
録
』
巻
二
〇
か
ら
、

そ
の
対
象
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
以
下
に
示
せ
ば
、

『
圜
悟
録
』
中
、
僧
侶
の
求
め
に
よ
る
頂
相
讃
数
・
・
・
二
〇
首

「
丹
霞
仏
智
裕
長
老
請
讃
」「
華
蔵
民
長
老
請
讃
」「
道
洙
首
座
請
讃
」「
梵
思
維
那
請
讃
」「
惟
祖
知
蔵
請
讃
」「
法
一
書
記
請
讃
」「
子
文
監
寺
請
讃
」「
道

元
禅
客
請
讃
」「
德
珂
禅
人
請
讃
」「
景
元
侍
者
請
讃
」「
法
昭
維
那
請
讃
」「
惟
表
知
蔵
請
讃
」「
勝
居
禅
人
請
讃
」「
若
平
禅
老
請
讃
」「
曇
玩
禅
德
住

頭
陀
巖
庵
請
讃
」「
懐
祖
知
殿
請
讃
」「
文
皓
禅
人
請
讃
」「
蘊
遇
小
師
請
讃
」「
真
如
禅
人
請
讃
」「
真
了
禅
人
請
讃
」

『
圜
悟
録
』
中
、
僧
侶
の
求
め
に
よ
る
頂
相
讃
数
・
・
・
一
首

「
韓
朝
議
請
讃
」 

（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
八
〇
七
ｂ
│
八
〇
九
頁
ｂ
）

と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
他
に
対
象
者
不
明
の
十
八
首
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

僧
侶
の
求
め
に
よ
る
頂
相
讃
の
中
に
は
、「
丹
霞
仏
智
裕
長
老
請
讃
」
が
あ
る
が
、
同
人
が
印
可
の
法
語
も
受
け
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

克
勤
よ
り
仏
智
端
裕
が
法
語
・
頂
相
の
双
方
を
授
か
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
、こ
れ
だ
け
多
く
の
僧
侶
お
よ
び
俗
人
ま
で
も
が
法
語
や
頂
相
讃
を
克
勤
よ
り
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
道
元
が「
嗣

書
」
巻
に
宋
代
の
嗣
法
の
状
況
を
述
べ
て
、「
い
は
く
、
善
知
識
の
会
下
に
参
じ
て
、
頂
相
一
幅
、
法
語
一
軸
を
懇
請
し
て
、
嗣
法
の
標
準
に
そ
な
ふ
」
と

あ
る
こ
と
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
頂
相
や
法
語
あ
る
い
は
そ
の
双
方
を
所
持
す
る
こ
と
が
、
当
代
の
「
嗣
法
の
標
準
」
で
あ
る
と
道
元
が
記
し
て
い
る
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通
り
で
あ
る
。

　

同
様
の
傾
向
は
曹
洞
宗
の
宏
智
正
覚
に
も
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
正
覚
の
場
合
は
頂
相
賛
は
よ
く
し
た
も
の
の
、『
宏
智
録
』
に
は
「
法
語
」
部
が
設
け
ら

れ
て
い
な
い
た
め
克
勤
と
の
比
較
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。『
宏
智
録
』
に
は
多
く
の
道
俗
が
正
覚
よ
り
授
か
っ
た
「
偈
頌
」
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る）

16
（

。

　

宋
代
の
人
々
が
禅
僧
の
法
語
・
偈
頌
・
頂
相
を
求
め
た
状
況
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
克
勤
が
俗
人
に
与
え
た
法
語
を
見
る
と
、
嗣
法
の
僧
侶
に
宛

て
た
も
の
と
は
全
く
内
容
が
異
な
る
点
に
は
留
意
し
た
い
。
俗
人
に
対
し
て
も
参
禅
の
要
訣
を
述
べ
、悟
道
に
到
る
た
め
の
訓
戒
の
法
語
を
与
え
て
い
る
が
、

印
可
の
法
語
と
は
異
な
り
、
公
案
名
を
列
挙
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
堂
奥
」
に
参
じ
て
「
印
証
」
し
た
旨
は
記
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、

全
く
そ
の
内
実
は
異
な
っ
て
い
る）

17
（

。

　

ま
た
、
克
勤
が
「
道
人
」
と
呼
ば
れ
る
道
教
の
修
行
者
に
示
し
た
「
示
無
住
道
人
」
で
は
、「
万
有
中
得
大
解
脱
。
既
達
此
意
見
此
道
。
唯
力
行
不
倦
。

乃
真
道
人
也
（
万
有
中
に
大
解
脱
を
得
た
り
。
既
に
此
の
意
に
達
し
、
此
の
道
を
見
る
。
唯
だ
力
行
倦
ま
ず
。
乃
ち
真
の
道
人
な
り
）」
と
い
い
、
一
見
す

れ
ば
境
地
を
大
い
に
讃
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
宗
杲
ら
に
与
え
た
法
語
と
比
べ
た
場
合
に
は
短
文
で
あ
り
、
明
確
に
そ
の
構
成
が
異
な
っ
て
い

る
こ
と
も
わ
か
る
。
道
元
が
「
嗣
書
」
巻
に
、「
お
ほ
よ
そ
法
語
・
頂
相
等
を
ゆ
る
す
こ
と
は
、
教
家
の
講
師
、
お
よ
び
在
家
の
男
女
等
に
も
授
く
、
行
者
・

商
客
等
に
も
ゆ
る
す
な
り
。
そ
の
旨
、
諸
家
の
録
に
あ
き
ら
か
な
り
。
あ
る
ひ
は
そ
の
人
に
あ
ら
ざ
る
が
、
み
た
り
に
嗣
法
の
証
拠
を
望
む
に
よ
り
て
、
一

軸
の
書
を
も
と
む
こ
と
、
有
道
の
い
た
む
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
ど
も
、
な
ま
じ
い
に
援
筆
す
る
な
り
。
し
か
る
ご
と
き
則
は
、
古
来
の
書
式
に
よ
ら
ず
、
い

さ
さ
か
師
吾
の
よ
し
を
か
く
」
と
述
べ
た
状
況
が
実
際
に
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

道
元
は
印
可
の
法
語
で
無
い
場
合
は
「
師
吾
（
師
が
吾
に
授
く
、
な
ど
印
可
・
嗣
法
を
認
め
る
旨
の
文
言
）」
の
文
言
を
欠
い
て
い
る
の
だ
、
と
記
し
て

お
り
、
そ
の
文
言
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
道
元
が
述
べ
る
通
り
、
や
は
り
俗
人
等
が
受
け
た
法
語
・
頂
相
讃
の
内
容
が
、
印
証
の
法
語
・
頂

相
讃
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
克
勤
の
法
語
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

　

授
与
す
る
師
の
意
識
と
し
て
は
印
可
に
あ
た
っ
て
法
語
に
差
を
設
け
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
も
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
受
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の

差
違
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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大
慧
宗
杲
の
批
判

　

大
慧
宗
杲
も
道
元
と
同
様
に
「
印
授
」
の
乱
発
に
対
す
る
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、『
大
慧
普
覚
禅
師
書
』
巻
下
「
答
鼓
山
逮
長
老
」
に
は
、

蓋
近
年
以
来
、
有
一
種
裨
販
之
輩
、
到
処
学
得
一
堆
一
擔
相
似
禅
。
往
往
宗
師
造
次
放
過
、
遂
至
承
虚
接
響
、
遞
相
印
授
、
誤
賺
後
人
、
致
使
正
宗

淡
薄
、
単
伝
直
指
之
風
幾
掃
地
矣
。（
荒
木
見
悟
『
禅
の
語
録
一
七　

大
慧
書
』
筑
摩
書
房 

一
九
六
九
年
、
二
三
八
・
二
三
九
頁
）

と
あ
る
。
近
年
以
来
、
一
種
の
裨
販
（
安
売
り
商
人
）
の
よ
う
な
輩
が
お
り
、
各
所
で
似
非
禅
を
学
ん
で
お
り
、
師
も
そ
れ
を
見
過
ご
し
て
印
可
し
後
人

を
瞞
し
、
禅
風
が
地
を
払
う
よ
う
に
価
値
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
批
判
し
て
い
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、『
大
慧
書
』『
大
慧
録
』
か
ら
は
、
宗
杲
自
身
が
多
く
の
俗
人
・
僧
侶
に
法
語
を
授
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

18
（

。
た
だ
し
『
大
慧
書
』
に

収
録
さ
れ
る
、
俗
人
へ
対
し
て
発
し
た
法
語
と
僧
侶
へ
の
「
印
授
」
の
法
語
は
明
ら
か
に
内
容
が
異
な
る
。
俗
人
の
生
半
可
な
禅
境
に
対
し
て
さ
ら
な
る

向
上
を
う
な
が
す
内
容
が
多
く
、
宗
杲
本
人
が
述
べ
る
よ
う
に
、
安
易
に
は
印
可
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
容
易
に
印
可
を
与
え
な
い
厳
格
な
学
人

接
化
を
克
勤
が
自
ら
の
弟
子
に
印
可
の
法
語
で
要
求
し
て
い
た
よ
う
に
、宗
杲
も
ま
た
厳
格
な
宗
風
を
継
承
し
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、そ
の
一
方
で
『
大

慧
書
』
の
後
序
に
は
、

大
慧
禅
師
、
説
法
四
十
余
年
、
言
句
満
天
下
。
平
時
不
許
参
徒
編
録
。
而
袖
子
私
自
伝
写
、
遂
成
巻
峡
。
晩
年
因
衆
力
請
、
乃
許
流
通
。
然
在
会
有

先
後
、
見
聞
有
詳
略
。
又
賢
士
大
夫
所
得
法
語
、
各
自
宝
蔵
、
無
縁
尽
観
。
今
之
所
収
、
殊
為
未
尽
。
俟
更
採
集
、
別
為
後
録
。
文
昌　

謹
白
。（
荒

木
見
悟
『
禅
の
語
録
一
七　

大
慧
書
』
筑
摩
書
房 

一
九
六
九
年
、
二
四
二
・
二
四
三
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
宗
杲
の
説
法
が
四
十
余
年
に
及
び
、
そ
の
接
化
の
語
は
天
下
に
満
ち
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
平
時
、
宗
杲
は
参
徒
ら
に
よ
る
編
録

を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
宗
杲
に
学
ん
だ
学
人
ら
が
密
か
に
写
し
集
め
た
こ
と
に
よ
り
巻
物
と
な
り
、
宗
杲
の
晩
年
に
よ
う
や
く
大
勢
の
懇
願



一
四
二

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

に
よ
り
刊
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
し
か
し
、
弟
子
が
宗
杲
に
参
じ
て
い
た
時
代
や
見
聞
し
た
内
容
に
も
違
い
が
あ
り
、
賢
士
大
夫
（
俗
人
）
が
授
与

さ
れ
た
法
語
は
各
自
が
宝
蔵
し
て
お
り
全
て
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
収
録
し
き
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

　

宗
杲
は
印
可
こ
そ
容
易
に
許
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
法
語
自
体
は
大
量
に
発
給
し
接
化
を
行
っ
た
為
に
、
多
く
の
道
俗
た
ち
が
宗
杲
の
法
語
を
珍
重
し

秘
蔵
し
て
い
た
と
い
う
状
況
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
宗
杲
の
法
語
は
非
常
に
難
解
な
為
に
理
解
が
困
難
で
あ
り
、
授
与
さ
れ
た
俗
人
が
混
乱
す
る
よ
う
な
状
況
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る）
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。

道
元
に
お
け
る
面
授
と
嗣
法

　

宋
代
禅
林
に
お
い
て
印
可
の
法
語
が
存
在
し
つ
つ
も
、
そ
の
文
言
は
定
式
化
を
見
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
嗣
法
・
印
可
・
印
可
の
法
語
・
嗣
法
書
の
授

受
の
時
期
が
禅
僧
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
と
い
う
い
わ
ば
混
沌
と
し
た
嗣
法
を
め
ぐ
る
状
況
の
中
で
入
宋
し
た
道
元
は
、『
行
状
記
』
あ
る
い
は
「
嗣
書
」

巻
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
各
地
の
禅
僧
達
へ
の
遍
参
の
末
に
天
童
山
に
て
曹
洞
宗
の
如
浄
と
相
見
し
、
如
浄
の
も
と
で
参
学
し
た
後
に
嗣
法
し
て
い
る
。

　

如
浄
と
の
初
相
見
は
『
正
法
眼
蔵
』「
面
授
」
巻
に
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
冒
頭
で
道
元
は
、

爾
ノ

時
ニ

、
釈
迦
牟
尼
仏
、
西
天
竺
国
霊
山
会
上
、
百
万
ノ

衆
中
ニ

、
拈
二ジ
テ

優
曇
華
一ヲ

瞬
目
ス

。
於
レ

時
摩
訶
迦
葉
尊
者
、
破
顔
微
笑
ス

。
釈
迦
牟
尼
仏
言
ク

、

吾
ニ

有
リ二

正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
一

、
附
二

嘱
ス

摩
訶
迦
葉
ニ一

。
こ
れ
す
な
は
ち
、
仏
仏
祖
祖
、
面
授
正
法
眼
蔵
の
道
理
な
り
。
七
仏
の
正
伝
し
て
迦
葉
尊
者

に
い
た
る
。
迦
葉
尊
者
よ
り
二
十
八
授
し
て
菩
提
達
磨
尊
者
に
い
た
る
。
菩
提
達
磨
尊
者
、
み
づ
か
ら
震
旦
国
に
降
儀
し
て
、
正
宗
太
祖
普
覚
大
師

慧
可
尊
者
に
面
授
す
。
五
伝
し
て
曹
渓
山
大
鑑
慧
能
大
師
に
い
た
る
。
一
十
七
授
し
て
、
先
師
大
宋
国
慶
元
府
太
白
名
山
天
童
古
仏
に
い
た
る
。

 　

大
宋
宝
慶
元
年
乙
酉
五
月
一
日
、道
元
、は
じ
め
て
先
師
天
童
古
仏
を
妙
高
台
に
焼
香
礼
拝
す
。
先
師
古
仏
、は
じ
め
て
道
元
を
み
る
。
そ
の
と
き
、

道
元
に
指
授
面
授
す
る
に
い
は
く
、
仏
仏
祖
祖
面
授
の
法
門
、
現
成
せ
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
霊
山
の
拈
華
な
り
、
嵩
山
の
得
髄
な
り
、
黄
梅
の
伝
衣

な
り
、
洞
山
の
面
授
な
り
。
こ
れ
は
仏
祖
の
眼
蔵
面
授
な
り
。
吾
屋
裏
の
み
あ
り
、
余
人
は
夢
也
未
見
聞
在
な
り
。（『
道
元
禅
師
全
集
』
二
巻
、

五
四
頁
・
五
五
頁
）



一
四
三

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

と
述
べ
て
い
る
。
如
浄
と
道
元
の
間
に
は
、
最
初
の
対
面
に
お
い
て
既
に
「
面
授
」
が
現
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
嗣
法
が
道
元
と
如
浄
の

よ
う
に
初
相
見
で
現
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

宋
代
禅
林
に
お
い
て
道
元
と
如
浄
が
初
相
見
に
て
面
授
し
た
と
い
う
な
ら
ば
、
同
様
の
事
例
が
同
時
代
に
存
在
し
て
い
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
類
似

の
事
例
を
探
す
と
、宋
代
禅
林
に
お
い
て
道
元
と
如
浄
の
如
き
初
相
見
で
の
「
契
合
」
の
事
例
が
あ
り
、『
嘉
泰
普
灯
録
』
巻
十
「
黄
龍
草
堂
善
清
禅
師
法
嗣
」

の
「
隆
興
府
黄
龍
山
堂
道
震
禅
師
」
に
は
、

隆
興
府
黄
龍
山
堂
道
震
禅
師

金
陵
人
、
族
趙
氏
、
少
依
覚
印
英
禅
師
為
童
子
。
英
移
居
泗
之
普
照
。
適
淑
妃
択
度
童
行
。
師
得
円
具
、
久
之
、
辞
謁
丹
霞
淳
禅
師
。
一
日
、
与
論

洞
上
宗
旨
。
師
呈
偈
曰
、
白
雲
深
覆
古
寒
巖
、
異
草
霊
華
彩
鳳
啣
、
夜
半
天
明
日
当
午
、
騎
牛
背
面
著
靴
衫
。
淳
器
之
。
師
自
以
為
礙
、
棄
依
草
堂
、

一
見
契
合
、
日
取
蔵
経
読
之
。
一
夕
、
聞
晩
参
鼓
、
歩
出
経
堂
、
挙
頭
見
月
、
遂
大
悟
、
亟
趨
方
丈
。
堂
望
見
、
即
為
印
可
。（『
続
蔵
』
一
三
七
巻
、

三
五
三
頁
ｂ
）

と
あ
る
。
丹
霞
子
淳
（
一
〇
六
四
│
一
一
一
七
）
は
、
参
学
の
徒
で
あ
っ
た
山
堂
道
震
（
一
〇
七
九
│
一
一
六
一
）
を
仏
法
の
器
と
認
め
た
の
で
あ
る
が
、

道
震
は
自
ら
疑
っ
て
子
淳
を
離
れ
て
臨
済
宗
の
草
堂
善
清
（
一
〇
五
七
│
一
一
四
二
）
の
も
と
に
至
っ
た
。
道
震
と
善
清
は
「
一
見
」
し
て
「
契
合
」
し

た
と
い
う
。
道
震
は
、
そ
の
後
、
大
蔵
経
を
読
み
参
学
を
積
ん
で
い
た
が
、
晩
参
鼓
を
聞
い
て
経
堂
を
出
た
と
こ
ろ
、
月
を
見
て
遂
に
大
悟
し
、
す
ぐ
さ

ま
方
丈
に
走
っ
た
。
道
清
は
即
座
に
印
可
を
な
し
た
と
い
う
。

　

道
震
と
善
清
の
場
合
、
初
相
見
で
の
「
契
合
」
と
は
、
そ
の
場
で
す
ぐ
さ
ま
印
可
を
認
め
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
弟
子
が
自
ら
の
参
禅
の
求
め
に

適
う
正
師
と
認
め
、
師
と
し
て
も
将
来
の
嗣
法
の
弟
子
と
し
て
認
め
、
将
来
の
師
資
の
器
と
し
て
認
め
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、「
月
を
見

て
遂
に
大
悟
す
る
」
よ
う
な
大
悟
の
経
験
が
あ
り
、
師
は
そ
れ
を
見
て
即
座
に
「
印
可
」
し
た
の
で
あ
る
。

　

道
震
の
事
例
と
『
行
状
記
』
に
記
さ
れ
る
道
元
の
事
例
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
共
通
す
る
面
が
見
ら
れ
る
。
如
浄
と
道
元
も
即
座
に
契
合
し
、
道
元
は

如
浄
の
下
で
参
禅
を
続
け
、
あ
る
日
、「
身
心
脱
落
」
し
て
如
浄
か
ら
も
そ
の
境
涯
を
認
め
ら
れ
た
と
い
う
経
過
で
あ
る
。
師
資
と
し
て
仏
法
を
付
す
に
相

応
し
い
人
で
あ
る
こ
と
を
互
い
に
認
め
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
時
点
で
の
禅
境
が
全
て
認
め
ら
れ
て
初
相
見
に
て
の
印
可
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ



一
四
四

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
宋
代
禅
宗
に
は
「
二
重
公
案
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
複
数
段
階
の
印
可
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、『
圜
悟
録
』
巻
一
六
「
法
語
下
」
の
「
示
勝
首
座
」

に
、「
釈
迦
老
、
多
子
塔
前
分
半
座
、
已
密
授
此
印
、
爾
後
拈
華
。
是
第
二
重
公
案
。
至
於
付
金
襴
、
鶏
足
山
中
候
弥
勒
」
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
迦
が
摩
訶

迦
葉
に
分
座
を
許
し
た
際
に
既
に
印
可
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
ま
た
拈
華
し
て
印
可
証
明
し
た
の
は
二
重
の
公
案
で
あ
る
。
伝
衣
の
証
で
あ
る

金
襴
を
付
し
て
弥
勒
（
新
た
に
悟
り
を
開
く
仏
）
を
待
つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
宋
代
禅
林
に
お
い
て
も
印
可
を
認
め
て
首
座
と
し
て
の
分
座
を
許
し

な
が
ら
も
、
い
ま
だ
付
法
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
。
大
悟
に
至
る
器
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ま
だ
そ
の
時
を
待
つ

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
南
浦
紹
明）

20
（

（
大
応
国
師
）
の
系
譜
を
引
き
継
い
だ
臨
済
宗
妙
心
寺
派
・
大
徳
寺
派
祖
の
一
人
で
あ
る
関

山
慧
玄
が
悟
後
の
聖
胎
長
養
を
重
ん
じ
て
お
り
、当
時
、禅
の
伝
法
は
複
数
の
段
階
に
よ
り
成
立
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

21
（

。
道
元
も
『
行
状
記
』

『
伝
光
録
』
に
よ
れ
ば
、
大
悟
の
後
、
帰
国
の
際
に
は
如
浄
の
遺
嘱
が
あ
り
、
深
山
で
の
長
養
を
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　

道
元
か
ら
す
れ
ば
、
如
浄
と
の
初
相
見
で
「
霊
山
の
拈
華
」
が
あ
り
、
仏
法
の
相
承
が
な
さ
れ
た
と
位
置
付
け
て
い
る
。
た
だ
し
『
行
状
記
』
に
よ
れ

ば
そ
の
後
に
大
悟
し
て
い
る
。
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
震
の
事
例
が
あ
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
大
悟
・
印
可
ま
で
は
な

さ
れ
な
く
と
も
、
初
相
見
の
時
点
で
仏
法
の
器
と
し
て
認
め
合
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
契
合
」
す
る
こ
と
は
当
時
の
宋
代
禅
宗
の
嗣
法
の
状
況
か
ら
し
て

も
十
分
に
あ
り
得
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
道
元
か
ら
す
れ
ば
初
相
見
で
「
契
合
」
が
あ
っ
た
以
上
、
や
は
り
「
霊
山
の
拈
華
」
た
る
仏
法
の
相
承
も
既
に

初
相
見
の
段
階
で
現
成
し
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
道
元
が
「
授
記
」
巻
に
お
い
て
、

霊
山
の
授
記
は
、
高
著
眼
な
り
。
吾
有
二

正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
一

、
附
二

嘱
摩
訶
迦
葉
一

な
り
。
し
る
べ
し
、
青
原
の
石
頭
に
授
記
せ
し
と
き
の
同
参
は
、

摩
訶
迦
葉
も
青
原
の
授
記
を
う
く
、
青
原
も
釈
迦
の
授
記
を
さ
づ
く
る
が
ゆ
え
に
、
仏
仏
祖
祖
の
面
面
に
、
正
法
眼
蔵
附
嘱
有
在
な
る
こ
と
あ
き
ら

か
な
り
。
こ
こ
を
も
て
、
曹
渓
す
で
に
青
原
に
授
記
す
、
青
原
す
で
に
六
祖
の
授
記
を
う
く
る
と
き
、
授
記
に
保
任
せ
る
青
原
な
り
。
こ
の
と
き
、

六
祖
・
諸
祖
の
参
学
、
正
直
に
青
原
の
授
記
に
よ
り
て
行
取
し
き
た
れ
る
な
り
。 

（『
道
元
禅
師
全
集
』
一
巻
、
二
五
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
道
元
か
ら
す
れ
ば
「
授
記
」
を
受
け
た
こ
と
は
、
仏
祖
面
面
に
正
法
を
付
嘱
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
時

間
的
空
間
的
制
約
を
超
越
し
て
仏
法
の
相
承
が
保
任
せ
ら
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。



一
四
五

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

『
禅
苑
清
規
』
か
ら
み
る
道
元
の
初
相
見

　

道
元
と
如
浄
の
初
相
見
は
「
大
宋
宝
慶
元
年
乙
酉
五
月
一
日
」
で
あ
っ
た
。『
正
法
眼
蔵
』「
面
授
」
巻
に
は
、

道
元
大
宋
寶
慶
元
年
乙
酉
五
月
一
日
、
は
し
め
て
先
師
天
童
古
仏
を
礼
拝
面
授
す
、
や
や
堂
奥
を
聴
許
せ
ら
る
、
わ
つ
か
に
身
心
を
脱
落
す
る
に
面

授
を
保
任
す
る
こ
と
あ
り
て
日
本
国
に
本
来
せ
り
、（『
道
元
禅
師
全
集
』
二
巻
、
六
〇
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、

①
道
元
、
大
宋
宝
慶
元
年
乙
酉
五
月
一
日
、
は
じ
め
て
先
師
天
童
古
仏
を
礼
拝
面
授
す
。（
初
相
見
）

②
や
や
堂
奥
を
聴
許
せ
ら
る
。（
方
丈
室
中
に
て
の
問
答
許
可
）

③
わ
づ
か
に
身
心
を
脱
落
す
る
に
（
身
心
脱
落
）

④
面
授
を
保
任
す
る
こ
と
あ
り
て
（
嗣
法
・
仏
法
の
伝
持
）

⑤
日
本
国
に
本
来
せ
り
。（
帰
国
）

と
の
道
元
の
参
学
過
程
を
簡
潔
に
表
わ
す
文
章
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
五
月
一
日
に
は
じ
め
て
道
元
が
如
浄
を
礼
拝
す
る
、
い
わ
ゆ
る
初
相
見
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
少
な
く
と
も
七
月
二
日
に
は
入
室
指
導
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
宝
慶
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
道
元
は
、
い
か
な

る
機
縁
に
よ
っ
て
如
浄
と
の
初
相
見
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
初
相
見
が
許
さ
れ
た
理
由
は
道
元
は
記
し
て
い
な
い
の
で
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
道

元
が
宋
代
の
叢
林
儀
礼
に
従
っ
て
初
相
見
を
果
た
し
た
な
ら
ば
、『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
『
禅
苑
清
規
』
が
最
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　
『
禅
苑
清
規
』
に
み
ら
れ
る
叢
林
行
持
か
ら
、
宋
代
禅
林
に
お
い
て
「
五
月
一
日
」
は
夏
安
居
の
時
期
に
あ
た
り
、
新
掛
搭
の
僧
侶
達
が
多
く
集
ま
っ
て

き
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
今
日
の
永
平
寺
な
ど
曹
洞
宗
の
諸
叢
林
で
も
掛
搭
式
な
ど
の
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
夏
安
居
に
合
わ
せ
て
道
元
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も
天
童
山
に
入
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
当
時
の
叢
林
で
は
入
門
に
合
わ
せ
て
如
何
な
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
で
道
元

の
初
相
見
を
推
測
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
出
家
の
段
階
に
遡
り
、『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
禅
僧
の
参
学
儀
礼
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、初
め
に
出
家
の
た
め
の
「
受
戒
」
の
項
が
定
め
ら
れ
る
。

「
受
戒
」
の
項
の
後
は
、「
護
戒
」
の
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
受
戒
の
後
は
、
戒
を
護
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
四
分
律
を
は
じ
め
と
す
る

諸
戒
か
ら
梵
網
経
十
重
四
十
八
軽
戒
を
読
誦
し
通
利
す
る
と
あ
る
。
如
浄
の
も
と
で
道
元
と
同
門
の
日
本
僧
で
あ
っ
た
隆
禅
が
戒
を
誦
し
て
い
た
こ
と
が

『
宝
慶
記
』
に
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
禅
苑
清
規
』
に
定
め
ら
れ
た
禅
林
の
参
学
過
程
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、こ
こ
か
ら
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、『
行
状
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
道
元
は
諸
山
を
遊
学
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、新
住
持
で
あ
る
如
浄
が
天
童
山
に
入
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
そ
の
評
判
を
頼
り
に
参
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
禅
苑
清
規
』
に
よ
れ
ば
、
僧
侶
が
叢
林
に
入
る
際
に
は
、
叢
林
参
学
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た
「
辨
（
弁
）道
具
」
の
所
持
が
許
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に

て
出
家
し
さ
ら
に
宋
代
叢
林
の
参
学
経
験
を
積
ん
で
い
た
道
元
も
、
言
う
ま
で
も
無
く
既
に
弁
道
具
を
所
持
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
身
支
度
を
調
え
て
、

い
よ
い
よ
天
童
山
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
禅
苑
清
規
』
に
よ
れ
ば
、
叢
林
に
持
ち
込
む
用
品
に
つ
い
て
は
「
弁
道
具
」
の
項
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
制
約
が
あ
り
、
入
門
の
際
に
は
点
検
が
行
わ
れ
、

「
寮
主
首
座
」
の
指
図
を
仰
ぐ
の
だ
と
い
う
。

　

次
に
「
旦
過
」
の
項
が
記
さ
れ
る
。
入
門
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
旦
過
寮
の
所
在
を
問
う
て
、
旅
支
度
を
解
い
て
威
儀
を
具
し
て
客
位
で
知
客
の
対
応
を

受
け
る
。
も
し
掛
搭
と
な
れ
ば
一
両
日
中
に
堂
司
に
面
会
す
る
と
い
う
。
そ
の
次
に
記
さ
れ
る
の
が
、「
掛
搭
」
の
項
で
あ
る
。
掛
搭
と
な
れ
ば
、
新
到
は

威
儀
を
具
し
て
「
祠
部
」
を
持
ち
、
堂
司
と
相
看
し
（
挨
拶
・
点
検
を
受
け
）、
堂
司
行
者
が
維
那
に
新
到
の
相
看
を
告
げ
、
各
々
触
礼
三
拝
し
て
喫
茶
了

じ
て
、
維
那
に
各
人
が
戒
臘
順
に
祠
部
を
渡
し
て
収
め
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
新
到
は
聖
僧
前
に
三
拝
し
、
巡
堂
等
を
行
い
、
維
那
は
戒
臘
順
に
よ
っ
て

掛
搭
の
場
所
を
決
め
る
と
い
う
。
そ
の
後
、
維
那
は
新
到
を
帰
寮
さ
せ
、
新
到
は
寮
主
の
点
検
を
受
け
て
三
拝
し
茶
が
終
わ
っ
て
、
維
那
は
寮
に
お
け
る

場
所
を
決
め
る
と
い
い
、
寮
主
は
戒
臘
の
高
低
を
み
て
看
読
の
場
所
を
決
め
掛
搭
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
巡
寮
し
、
首
座
の
点
検
を
受
け
る
な
ど
し
、
さ
ら

に
は
侍
者
の
点
検
を
受
け
、
侍
者
は
新
到
が
入
室
の
弟
子
か
法
眷
か
、
い
ず
れ
か
で
も
無
い
か
な
ど
を
聞
き
点
検
し
て
侍
者
が
堂
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数

を
告
げ
、
新
到
を
引
き
入
れ
堂
頭
に
礼
拝
さ
せ
る
と
い
う
（
こ
こ
で
堂
頭
が
礼
を
受
け
な
い
時
も
あ
る
と
い
う
）。

　

次
に
三
日
間
は
常
に
寮
内
か
僧
堂
内
に
詰
め
る
べ
き
規
定
が
あ
り
、
さ
ら
に
僧
堂
を
離
れ
た
い
場
合
は
、
半
月
は
堂
儀
（
寮
内
・
僧
堂
内
に
て
規
定
に
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従
う
生
活
）
を
守
っ
た
後
、
点
入
寮
茶
も
し
く
は
聖
節
上
殿
が
終
っ
て
か
ら
申
し
出
る
こ
と
な
ど
の
規
定
が
記
さ
れ
る
。

　

ま
た
暇
を
請
う
て
遊
山
す
る
こ
と
が
半
月
を
超
え
た
場
合
は
、
再
び
祠
部
を
提
出
し
堂
儀
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
続
い
て
『
禅
苑
清
規
』

に
は
「
赴
粥
飯
」、「
赴
茶
湯
」
の
項
が
示
さ
れ
禅
林
で
の
食
事
お
よ
び
茶
湯
の
作
法
が
記
さ
れ
る
。

　

道
元
の
場
合
は
既
に
天
童
山
に
一
度
入
山
し
た
経
験
が
あ
り
、
遊
歴
の
後
に
再
度
天
童
山
に
掛
搭
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
到
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
『
禅
苑
清
規
』
内
の
新
到
に
対
す
る
点
検
と
掛
搭
の
項
目
が
ど
こ
ま
で
厳
格
に
な
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
『
禅
苑
清
規
』
に
よ
れ
ば
、
も
し

入
山
後
に
寺
を
離
れ
た
い
場
合
は
、
半
月
は
堂
儀
（
僧
堂
内
に
お
け
る
規
定
に
従
う
生
活
）
を
守
っ
た
後
、
点
入
寮
茶
も
し
く
は
聖
節
上
殿
が
終
っ
て
か

ら
下
山
を
申
し
出
る
規
定
が
あ
る
の
で
、
道
元
も
最
初
の
入
山
の
際
に
は
こ
れ
ら
を
守
っ
て
か
ら
天
童
山
を
離
れ
て
遍
歴
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
天
童
山
を
離
れ
て
半
月
以
内
に
天
童
山
に
戻
れ
ば
問
題
は
無
い
の
だ
が
、
離
山
期
間
が
半
月
を
超
え
た
場
合
は
、
再
び
祠
部
を
提
出
し
堂
儀
を
守
る
必

要
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
禅
苑
清
規
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
道
元
の
離
山
期
間
は
諸
記
録
に
は
明
確
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、『
行
状
記
』
の
記
述
や
「
嗣
書
」

巻
か
ら
す
る
と
そ
れ
な
り
に
多
く
の
禅
僧
の
も
と
に
参
じ
て
各
地
を
遊
歴
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ゆ
う
に
半
月
は
天
童
山
を
離
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
如
浄
の
も
と
で
参
学
す
る
た
め
に
天
童
山
へ
の
再
入
山
を
決
意
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
道
元
は
当
時
の
叢
林
の
規
定
通
り
に
再
度
、
祠
部
を
提
出
し
て
新
掛
搭
の
僧
侶
達
と
と
も
に
堂
儀
を
守
る
生
活
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

如
浄
・
道
元
の
初
相
見
と
『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
請
因
縁

　

続
い
て
『
禅
苑
清
規
』
に
記
さ
れ
る
項
目
が
「
請
因
縁
」
で
あ
る
。「
請
因
縁
」
と
は
、
住
持
と
雲
水
が
接
見
す
る
儀
礼
で
あ
る
。

　
『
禅
苑
清
規
』
で
は
、
雲
水
が
掛
搭
し
堂
儀
を
守
っ
た
後
、「
請
因
縁
」
が
行
わ
れ
る
と
あ
る
。
堂
儀
が
終
わ
り
、
あ
る
い
は
茶
湯
を
終
え
て
か
ら
、
住

持
の
意
思
に
隨
っ
て
行
わ
れ
る
行
持
で
あ
る
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
堂
儀
の
期
間
が
終
わ
っ
た
後
に
住
持
の
意
思
に
よ
り
開
か
れ
る
住
持
と
の
相
見
の
機
会
が
『
禅
苑
清
規
』
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

入
室
前
に
侍
者
が
住
持
に
請
話
し
、
侍
者
が
報
じ
た
後
に
順
に
焼
香
さ
せ
る
。
参
頭
が
住
持
の
椅
子
の
前
ま
で
進
み
出
で
て
当
面
問
訊
し
て
「
某
等
生

死
事
大
。
無
常
迅
速
。
伏
望
和
尚
慈
悲
開
示
因
縁
」
と
述
べ
、
も
し
堂
頭
が
許
せ
ば
、
参
頭
は
帰
位
し
て
大
衆
と
と
も
に
三
拝
し
て
因
縁
（
訓
示
を
受
け

て
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
か
）
を
聞
く
と
い
う
。
た
だ
し
「
請
因
縁
」
の
作
法
は
家
風
に
よ
る
と
い
う
。
ま
た
新
掛
搭
人
が
か
つ
て
問
訊
（
入
室
と
い
う
意
味
か
）
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し
て
い
れ
ば
、
入
室
時
に
焼
香
し
て
「
告
和
尚
慈
悲
。
乞
依
旧
入
室
。」
と
述
べ
て
か
ら
三
拝
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
入
室
経
験
が
あ
れ
ば
、
再
び
の
入

室
を
請
う
た
め
の
文
言
を
述
べ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（『
禅
苑
清
規
』
巻
一
）。

　

仮
に
四
月
十
五
日
の
入
制
に
間
に
合
う
よ
う
に
道
元
が
帰
山
し
た
場
合
は
（
四
月
十
五
日
以
前
か
ら
道
元
が
天
童
山
に
到
着
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ

の
「
請
因
縁
」
が
い
つ
行
わ
れ
る
か
は
『
禅
苑
清
規
』
に
よ
れ
ば
住
持
次
第
で
あ
っ
た
の
で
、
道
元
の
入
山
日
は
四
月
十
五
日
以
前
で
も
構
わ
な
い
）、
当

時
の
天
童
山
お
よ
び
住
持
の
如
浄
が
四
月
十
五
日
の
入
制
以
前
に
集
ま
っ
た
僧
侶
に
対
し
て
、『
禅
苑
清
規
』
に
定
め
る
半
年
の
堂
儀
を
守
ら
せ
て
い
た
な

ら
ば
、「
五
月
一
日
」
に
「
請
因
縁
」
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
道
元
が
記
す
如
浄
と
道
元
の
面
授
で
あ
る
初
相
見
の
日
付

に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

道
元
と
如
浄
と
の
面
授
が
「
五
月
一
日
」
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
道
元
へ
の
面
会
許
可
は
、
日
本
人
僧
で
あ
る
か
ら
こ
そ
叶
っ
た
特
別
な

面
談
の
機
会
だ
と
理
解
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
禅
苑
清
規
』
に
あ
る
宋
代
叢
林
の
年
間
行
持
規
定
に
則
っ
た
上
で
行
わ
れ
た
「
請
因
縁
」
の
儀
礼
の
場

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
道
元
が
「
面
授
」
巻
で
語
る
初
相
見
と
は
焼
香
礼
拝
と
住
持
と
の
面
会
・
説
示
・
書
状
の
提
示
で
あ
り
、

『
禅
苑
清
規
』「
請
因
縁
」
に
記
さ
れ
る
内
容
を
外
れ
た
も
の
で
は
無
い
。

　

た
だ
し
『
禅
苑
清
規
』「
請
因
縁
」
に
つ
い
て
は
「
家
風
」
に
よ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
実
施
の
有
無
や
そ
の
内
容
は
住
持
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
り
、
如
浄
の
意
思
に
基
づ
い
た
変
更
の
余
地
は
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

注
意
す
べ
き
は
宋
代
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
嗣
法
の
際
に
は
「
臂
香
」
な
ど
の
誓
約
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
い
弟
子
か
ら
の
誓
約
を
重
視
す
る
側
面
が
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
道
元
が
如
浄
の
堂
奥
に
参
ず
る
際
に
も
何
ら
か
の
誓
約
が
必
要
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う）

22
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。

　
「
堂
儀
を
守
る
」
こ
と
と
掛
搭
の
許
可
に
関
し
て
は
、
現
在
で
も
日
本
曹
洞
宗
の
永
平
寺
に
お
い
て
は
「
旦
過
寮
」
を
経
て
「
暫
到
」
と
言
わ
れ
る
厳
し

く
堂
儀
を
指
導
さ
れ
て
行
動
を
制
約
さ
れ
る
期
間
を
経
て
、
必
死
の
参
学
を
願
う
掛
搭
状
を
提
出
し
初
め
て
五
月
一
日
に
新
到
掛
搭
式
を
迎
え
て
い
る
。

　

そ
れ
と
同
様
に
、
如
浄
下
に
お
い
て
道
元
は
堂
奥
へ
の
参
学
開
始
に
あ
た
っ
て
書
状
を
呈
し
て
指
導
を
願
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

道
元
が
参
学
に
あ
た
り
記
し
た
と
い
う
書
は
『
行
状
記
』「
道
元
」
章
に
収
録
さ
れ
、
道
元
は
焼
香
礼
拝
し
て
師
資
の
礼
を
と
っ
て
、

道
元
幼
歳
発
二

菩
提
心
一

、
本
国
而
訪
二

道
於
諸
師
一

、
聊
識
二

因
果
之
所
由
一

。
雖
レ

然
、
未
レ

明
二

仏
法
僧
之
実
帰
一

、
徒
滞
二

名
相
之
懐
慓
一

。
後
入
二

千
光

禅
師
之
室
一

、
初
聞
二

臨
済
之
宗
風
一

。
今
随
二

全
和
尚
一

而
入
二

大
宋
一

。
航
レ

海
万
里
、
任
二

幼
年
波
濤
一

、
遂
達
二

大
宋
一

、
得
レ

投
二

和
尚
之
法
席
一

。
蓋
是
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宿
福
之
慶
幸
也
。
和
尚
大
慈
大
悲
、
外
国
遠
方
之
小
人
、
所
レ

異
（
冀
）
者
、
不
レ

拘
二

時
候
一

、
不
レ

論
二

威
儀
不
威
儀
一

、
頻
頻
上
二

方
丈
一

、
欲
レ

拝
二

問

愚
懐
一

。
生
死
事
大
、
無
常
迅
速
、
時
不
レ

待
レ

人
、
去
レ

生
必
悔
。
本
師
堂
上
老
師
大
禅
師
、
大
慈
哀
愍
聴
許
。（『
曹
全
』「
史
伝
」
上
、
一
二
頁
・

一
三
頁
）

と
参
学
の
決
意
を
如
浄
に
明
か
し
た
の
で
あ
る
。
不
退
転
の
入
門
の
決
意
を
示
す
こ
と
が
如
浄
門
下
で
も
重
要
な
儀
礼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

如
浄
は
道
元
に
対
し
て
、

元
子
参
問
、
自
今
已
後
、
不
拘
昼
夜
、
時
候
、
著
衣
、
衩
衣
、
而
来
方
丈
、
問
道
無
妨
。
老
僧
一
如
親
父
恕
無
礼
也
。
太
白
某
甲
」（『
宝
慶
記
』、
石

井
修
道
編
『
中
世
禅
籍
叢
刊
第
二
巻　

道
元
集
』
臨
川
書
店
二
〇
一
五
年
、
五
二
九
頁
）

と
し
て
時
候
威
儀
に
拘
ら
な
い
参
学
を
許
し
た
と
い
う
。
ま
た
『
御
遺
言
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
後
に
日
本
の
永
平
寺
に
お
い
て
道
元
示
寂
後
に
、
永
平
寺

二
代
懐
奘
と
義
介
の
間
で
嗣
法
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
義
介
が
、
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
あ
た
る
懐
奘
を
師
と
し
て
仰
い
で
師
資
の
礼
を
な
し
た
こ

と
を
契
機
と
し
て
嗣
法
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
曹
洞
宗
の
嗣
法
に
お
い
て
は
、
弟
子
が
師
に
対
し
て
正
師
と
仰
い
で
師
資
の
礼
を
と
っ
て
求
法
の

誓
約
を
行
う
こ
と
が
極
め
て
重
い
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。『
御
遺
言
記
録
』
で
は
、
嗣
法
後
に
威
儀
を
問
わ
な
い
参
学
が
許

さ
れ
る
、
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
如
浄
と
道
元
の
関
係
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
堂
奥
へ
参
じ
た
前
後
に
は
、
夏
安
居
中
に
過
去
七
仏
か
ら
如
浄
ま
で
に
至
る
仏
祖
名
を
列
挙
し
て
仏
祖
を
礼
拝
す
る
作
法
（
仏
祖
礼
）、
お
よ
び

宝
慶
元
年
九
月
十
八
日
に
は
菩
薩
戒
が
授
与
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
に
菩
薩
戒
血
脈
も
授
与
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
道
元
は
如
浄
下
で
二
年
間
参
禅
を
続
け
、
如
浄
が
巡
堂
の
際
に
坐
睡
し
た
僧
を
責
め
て
「
参
禅
者
身
心
脱
落
也
。
祇
管
打
睡
作
什
麼
」
と
述

べ
た
際
に
、「
豁
然
大
悟
」
し
た
と
い
う
。
道
元
は
方
丈
に
て
如
浄
を
焼
香
礼
拝
し
て
「
身
心
脱
落
」
し
た
こ
と
を
告
げ
て
如
浄
も
そ
れ
を
認
め
て
「
印
」

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
時
期
は
明
言
さ
れ
な
い
も
の
の
、
遂
に
「
洞
上
宗
旨
付
囑
、
授
曩
祖
仏
戒
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
元
は
曹
洞
宗
の

宗
旨
と
「
曩
祖
仏
戒
」
を
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
如
浄
の
遺
言
と
し
て
は
、速
や
か
に
帰
国
し
て
祖
道
を
弘
め
る
こ
と
を
言
い
渡
し
た
が
、道
元
と
如
浄
の
間
に
『「
師
已
為
洞
山
嫡
孫
、何
不
露
嗣
法
。」
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童
曰
、「
雲
衆
雖
請
嗣
法
香
、
且
在
涅
槃
堂
裡
焼
焉
。
汝
不
可
覆
蔵
。
本
国
而
隠
居
山
谷
、
長
養
聖
胎
。」』
と
の
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
と
『
行
状
記
』
で
は

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、如
浄
は
曹
洞
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を
周
囲
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
如
浄
か
ら
の
遺
嘱
の
際
の
道
元
と
の
質
疑
は
、

如
浄
が
通
常
黒
衣
を
着
け
て
い
た
こ
と
、
道
元
が
帰
国
し
て
人
天
化
導
（
説
法
・
接
化
）
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
斑
衣
」
を
着
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
、

曹
洞
宗
の
祖
師
た
る
芙
蓉
伝
来
の
袈
裟
を
如
浄
が
有
し
て
い
た
が
如
浄
は
着
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
遺
嘱
を
受
け
て
宝

慶
三
年
に
道
元
は
帰
国
し
た
と
『
行
状
記
』
で
は
記
し
て
い
る
。
宝
慶
三
年
の
日
付
を
示
す
の
が
現
在
も
永
平
寺
に
伝
来
す
る
「
嗣
書
」
図
で
あ
る
。

　

曹
洞
宗
の
「
嗣
書
」
は
血
脈
に
よ
り
自
ら
に
至
る
ま
で
の
仏
祖
名
を
繋
い
で
記
し
た
血
脈
図
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
真
偽
や
書
式
に
お
い
て
は
諸
説
あ

る
の
で
、
改
め
て
論
じ
た
い
。
た
だ
し
、
筆
者
の
見
解
を
示
す
な
ら
ば
そ
の
形
態
と
真
偽
に
は
諸
説
あ
る
が
、
如
浄
か
ら
道
元
は
嗣
書
た
る
血
脈
図
を
相

伝
し
た
と
考
え
て
い
る
。

大
慧
宗
杲
に
よ
る
中
国
曹
洞
宗
の
嗣
法
へ
の
批
判

　

宋
代
曹
洞
宗
の
嗣
法
に
お
い
て
、
弟
子
か
ら
師
へ
嗣
法
を
告
げ
る
嗣
法
書
に
つ
い
て
は
曹
洞
宗
だ
け
で
は
な
く
臨
済
宗
に
存
在
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ

た
。
法
語
・
頂
相
の
授
与
に
つ
い
て
も
お
よ
そ
中
国
の
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
の
双
方
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
し
か
し
共
通
点
が
あ
る
一
方
で
、

中
国
曹
洞
宗
の
嗣
法
は
臨
済
宗
か
ら
見
て
も
特
殊
な
側
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

宋
代
の
中
国
曹
洞
宗
に
は
、
宗
旨
の
授
受
の
際
に
「
臂
香
」
と
い
う
自
ら
の
体
を
焼
い
て
強
い
誓
約
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
弟
子
が
師
に
嗣
法
を
誓
う

方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
。
若
き
大
慧
宗
杲
は
こ
れ
を
「
自
証
自
悟
」
の
法
と
し
て
非
難
し
た
こ
と
が
、
門
人
祖
詠
の
編
纂
し
た
『
大
慧
普
覚
禅
師
年
譜
』
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
杲
が
二
十
歳
の
若
き
頃
、
曹
洞
宗
に
参
じ
た
際
の
記
事
を
『
宗
門
武
庫
』
や
『
普
説
』
の
記
事
を
引
用
し
て
述
べ
て
お
り
、

師
二
十
歳
、
按
「
為
銭
承
務
普
説
」
云
、
初
行
脚
時
、
曾
参
洞
山
微
禅
師
、
二
年
之
間
、
曹
洞
宗
旨
一
時
参
得
。

又
按
「
武
庫
」
曰
、
郢
州
大
陽
見
元
首
座
、
微
和
尚
・
堅
首
座
・
微
在
芙
蓉
楷
会
中
首
衆
、
堅
為
侍
者
。
十
餘
年
、
師
周
旋
三
公
座
下
、
尽
得
其
旨
趣
。

於
授
受
之
際
、
皆
臂
香
、
以
表
不
妄
付
授
。
乃
自
惟
曰
、
禅
有
伝
授
。
豈
仏
但
自
証
自
悟
之
法
。
遂
棄
之
。
又
「
為
方
敷
文
普
説
」
云
、
微
却
有
悟
門
、

只
是
不
合
将
功
勲
五
位
・
偏
正
回
互
・
五
王
子
之
類
許
多
、
家
事
来
伝
被
我
一
伝
得
了
。
写
作
一
紙
、
牓
在
僧
堂
前
。
大
丈
夫
参
禅
、
豈
肯
就
宗
師
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口
辺
、
喫
野
狐
涎
唾
。
尽
是
閻
老
子
面
前
、
喫
鉄
棒
底
。（『
嘉
興
蔵
』
一
巻
、
七
九
四
頁
ａ
）

と
い
う
。「
為
銭
承
務
普
説
」
に
よ
れ
ば
宗
杲
が
洞
山
道
微
に
二
年
間
参
じ
て
い
た
際
に
、
曹
洞
宗
の
宗
旨
を
参
得
し
た
と
い
う
。
ま
た
『
武
庫
』
に
は
宗

杲
が
道
楷
・
道
微
ら
に
学
び
、
曹
洞
宗
旨
を
会
得
し
た
と
い
う
。
し
か
し
宗
杲
は
、
授
受
の
際
に
皆
が
臂
香
を
な
し
て
妄
り
に
受
法
す
る
こ
と
が
無
い
こ

と
を
表
明
す
る
の
を
見
た
と
い
い
、
宗
杲
と
し
て
は
仏
祖
の
伝
授
が
「
自
証
自
悟
の
法
」
で
あ
る
は
ず
が
無
い
と
考
え
て
遂
に
曹
洞
宗
を
棄
て
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
道
微
が
悟
門
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
功
勲
五
位
・
偏
正
回
互
・
五
王
子
な
ど
の
五
位
の
理
論
の
類
が
多
く
、
宗
杲
は
そ
れ
を
会
得
し
た
が

一
紙
を
書
し
て
僧
堂
前
に
張
付
け
て
「
真
の
参
禅
は
、
宗
師
の
口
元
で
野
狐
の
よ
だ
れ
を
喫
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
ご
と
く
閻
魔
の
前
で
鉄
棒
を
食

ら
う
ぞ
」
と
批
判
し
た
と
い
う
。
中
国
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
宗
旨
を
参
得
し
て
授
受
す
る
際
に
臂
香
に
よ
る
誓
約
を
な
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
宗
杲
は

そ
れ
を
疑
問
に
思
っ
て
曹
洞
宗
を
棄
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
宋
代
曹
洞
宗
は
誓
約
を
行
わ
な
い
外
部
の
僧
に
は
付
法
を
許
さ
ず
秘
匿
す
る
傾

向
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
道
元
は
こ
の
宗
杲
の
曹
洞
宗
に
対
す
る
批
判
を
知
っ
て
お
り
、
却
っ
て
宗
杲
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
「
自
証
三
昧
」
巻
に
よ
り
明
ら
か
と

な
る
。
同
巻
に
は
、

あ
る
と
き
、
仏
祖
の
道
に
、
臂
香
嗣
書
の
法
あ
り
、
と
ば
か
り
き
き
て
、
し
き
り
に
嗣
書
を
微
和
尚
に
請
す
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
微
和
尚
ゆ
る
さ
ず
。

つ
ひ
に
い
は
く
、な
ん
ぢ
嗣
法
を
要
せ
ば
、倉
卒
な
る
こ
と
な
か
れ
。
直
須
功
夫
勤
学
す
べ
し
。
仏
祖
ノ

受
授
ハ

不
二

妄
リ
ニ

付
授
セ一

也
、吾
レ

不
レ

惜
二ム
ニ
ハ

付
授
ヲ一

、

只
ダ

是
レ

你
未
ダレ

具
セ
レ

眼
ヲ

在
リ

。
と
き
に
宗
杲
い
は
く
、
本
具
ノ

正
眼
ハ

、
自
証
自
悟
ナ
リ

、
豈
ニ

有
レラ
ン
ヤ

不
二ル
コ
ト

妄
リ
ニ

付
授
セ一

也
。
微
和
尚
、
笑
ツ
テ

而
休
ミ
ヌ

矣
。

の
ち
に
湛
堂
準
和
尚
に
参
ず
。（
中
略
）
こ
の
一
段
の
因
縁
を
撿
点
す
る
に
、
湛
堂
な
ほ
宗
杲
を
ゆ
る
さ
ず
。
た
び
た
び
開
発
を
擬
す
と
い
へ
ど
も
、

つ
い
に
欠
一
件
事
な
り
、
補
一
件
事
あ
ら
ず
、
脱
落
一
件
事
せ
ず
。
微
和
尚
、
そ
の
か
み
嗣
書
を
ゆ
る
さ
ず
、
な
ん
ぢ
い
ま
だ
し
き
こ
と
あ
り
、
と

勧
励
す
る
、
微
和
尚
の
観
機
あ
き
ら
か
な
る
こ
と
信
仰
す
べ
し
。
正
是
宗
杲
疑
処
を
究
参
せ
ず
、
脱
落
せ
ず
、
打
破
せ
ず
、
大
疑
せ
ず
、
被
疑
礙
な
し
。

そ
の
か
み
、
み
だ
り
に
嗣
書
を
請
す
る
参
学
の
倉
卒
な
り
、
無
道
心
の
い
た
り
な
り
、
無
稽
古
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
、
無
遠
慮
な
り
と
い
ふ
べ
し
、

道
機
な
ら
ず
と
い
ふ
べ
し
、
疏
学
の
い
た
り
な
り
。
貪
名
愛
利
に
よ
り
て
仏
祖
の
堂
奥
を
を
か
さ
ん
と
す
。
あ
は
れ
む
べ
し
、
仏
祖
の
語
句
を
し
ら

ざ
る
こ
と
を
。
稽
古
は
こ
れ
自
証
と
会
せ
ず
、
万
代
を
渉
猟
す
る
は
自
悟
と
き
か
ず
、
学
せ
ざ
る
に
よ
り
て
、
か
く
の
ご
と
く
不
是
あ
り
、
か
く
の
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ご
と
く
の
自
錯
あ
り
。（『
道
元
禅
師
全
集
』
二
巻
、
二
〇
一
頁
・
二
〇
二
頁
・
二
〇
四
頁
）

と
あ
り
、
道
元
は
、
宗
杲
が
「
臂
香
」
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
臂
香
嗣
書
」
と
あ
え
て
言
い
換
え
て
論
を
な
し
て
い
る
。
当

然
な
が
ら
、
道
元
は
、
曹
洞
宗
の
伝
授
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
、
宗
杲
に
対
し
て
反
論
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
宗
杲
の
批
判
の
要
点
で
あ
っ
た
「
曹

洞
宗
は
臂
香
に
よ
り
弟
子
が
嗣
法
を
誓
う
自
証
自
悟
の
法
で
あ
る
」、
と
い
う
批
判
点
を
離
れ
て
、「
臂
香
嗣
書
」
の
法
が
曹
洞
宗
に
あ
る
と
聞
い
た
宗
杲

が
頻
り
に
嗣
書
の
授
与
を
請
う
た
が
遂
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
話
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
宗
杲
の
批
判
を
換
骨
奪
胎
し
て
再
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
道
元
に
よ
れ
ば
宗
杲
が
拒
否
さ
れ
た
理
由
は
、
宗
杲
が
い
ま
だ
脱
落
の
境
地
に
到
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
問
題
は
宗
杲
が
批
判

す
る
曹
洞
宗
に
あ
る
の
で
は
な
く
「
自
証
自
悟
」
の
悟
り
の
真
実
を
参
究
せ
ず
脱
落
で
き
な
か
っ
た
宗
杲
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
道
元
は
曹
洞
宗

の
嗣
法
が
「
自
証
自
悟
」
で
あ
る
と
い
う
宗
杲
の
批
判
に
対
し
て
、「
自
証
自
悟
」
の
悟
り
の
価
値
を
転
換
し
て
み
せ
る
。
道
元
は
「
嗣
書
」
巻
で
、

夫
、
仏
仏
必
ず
仏
仏
に
嗣
法
し
、
祖
祖
か
な
ら
ず
祖
祖
に
嗣
法
す
る
、
こ
れ
証
契
な
り
、
こ
れ
単
伝
な
り
。（
中
略
）
仏
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
た
れ

か
こ
れ
を
最
尊
な
り
と
し
、
無
上
な
り
と
印
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
仏
の
印
証
を
う
る
と
き
、
無
師
独
悟
す
る
な
り
、
無
自
独
悟
す
る
な
り
。
こ
の
ゆ

え
に
、
仏
仏
証
嗣
し
、
祖
祖
証
契
す
と
い
ふ
な
り
。（『
道
元
禅
師
全
集
』
一
巻
、
四
二
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
仏
祖
か
ら
仏
祖
へ
嗣
法
す
る
こ
と
が
証
契
で
あ
り
、
仏
の
印
証
を
得
な
け
れ
ば
仏
で
は
な
い
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
印
証
を
得

る
と
き
は
、
師
も
自
分
も
無
く
（
師
資
と
い
う
相
対
的
な
関
係
上
で
は
な
く
、
仏
仏
祖
祖
と
し
て
の
絶
待
的
な
体
験
と
し
て
）「
独
悟
」
す
る
と
い
う
。

　

道
元
が
宗
杲
の
「
自
証
自
悟
」
と
い
う
批
判
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
見
た
場
合
、「
嗣
書
」
巻
に
お
い
て
も
仏
祖
の
嗣
法
と
は
「
無
師
独
悟
」

で
あ
る
と
述
べ
る
の
は
、
名
前
こ
そ
出
さ
な
い
も
の
の
宗
杲
に
よ
る
批
判
を
意
識
し
て
の
説
示
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

宗
杲
へ
の
度
重
な
る
批
判
の
背
景
と
し
て
は
、
道
元
門
下
に
は
大
慧
派
の
禅
僧
達
が
参
じ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日

本
達
磨
宗
の
僧
侶
達
は
、
宗
杲
を
祖
と
す
る
能
忍
か
ら
嗣
法
し
て
お
り
、「
嗣
書
」
巻
を
日
本
達
磨
宗
の
門
下
達
が
道
元
門
下
に
い
る
こ
と
を
前
提
に
よ
む

な
ら
ば
、道
元
は
宗
杲
の
『
正
法
眼
蔵
』
へ
の
反
論
を
な
し
て
、理
論
的
に
も
道
元
の
仏
法
へ
と
彼
ら
を
導
引
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

道
元
が
宗
杲
に
『
正
法
眼
蔵
』
の
著
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、『
正
法
眼
蔵
』
の
書
名
自
体
が
宗
杲
へ
の
強
烈
な
対
抗
意
識
を
表
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す
も
の
で
あ
る
。

　

宗
杲
を
師
と
仰
い
で
い
た
日
本
達
磨
宗
門
下
の
持
っ
て
い
た
「
正
法
」
観
を
、
道
元
の
「
正
法
」
に
よ
っ
て
塗
り
替
え
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
事
情
が
あ
ろ
う
。「
嗣
書
」
巻
は
そ
の
中
核
で
あ
る
嗣
法
を
ま
さ
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
に
お
い
て
も
「
自
証
自
悟
」
と
い
う
宗
杲
が
曹

洞
宗
を
貶
め
る
た
め
に
使
っ
た
批
判
的
な
言
葉
の
価
値
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
宗
杲
が
主
に
「
自
証
自
悟
」
の
実
態
と
し
て
強
く
批
判
を
し
た
の
は
、「
臂
香
」
と
「
五
位
」
の
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
道
元
自
身

も
是
と
は
し
て
お
ら
ず
、
宗
杲
の
批
判
に
本
質
的
に
は
同
調
す
る
の
で
あ
る
。
五
位
に
対
し
て
道
元
が
重
視
し
な
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
さ

ら
に
道
元
は
「
臂
香
」
に
対
し
て
も
重
要
な
意
味
は
見
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
、
先
に
み
た
「
自
証
三
昧
」
巻
で
、
宗
杲
が
「
臂
香
」
を

嫌
い
、
批
判
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
「
臂
香
嗣
書
」
と
わ
ざ
わ
ざ
言
い
換
え
て
反
論
し
、
さ
ら
に
臂
香
に
つ
い
て
ほ
ぼ
言
及
が
無
い
こ
と
に
も
表
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

後
世
に
お
い
て
も
「
臂
香
」
は
道
元
門
下
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
後
世
の
嗣
法
の
秘
訣
を
記
し
お
い
た
切
紙
類
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
。
例
外
は
、

義
介
著
と
さ
れ
る
『
御
遺
言
記
録
』
に
「
臂
香
」
の
語
が
み
え
る
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
「
臂
香
」
の
具
体
的
な
作
法
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
中
国

曹
洞
宗
で
は
重
要
な
儀
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
臂
香
」
が
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
道
元
お
よ
び
道
元
門
下
で
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
と
い

え
る
。

　
「
嗣
書
」
巻
で
説
く
嗣
法
観
は
、「
自
証
三
昧
」
巻
と
も
関
連
し
、
宗
杲
が
「
黙
照
禅
」
の
「
自
証
自
悟
」
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、道
元
が
「
無
師
独
悟
」
と
い
う
言
句
を
用
い
つ
つ
「
自
証
自
悟
」
を
意
図
的
に
肯
定
的
に
換
言
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

道
元
が
宗
杲
撰
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
石
井
修
道
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

23
（

、「
嗣
書
」
と
「
臂
香
」
に
つ
い
て
も
宗
杲
に
対

し
て
仏
祖
の
堂
奥
を
知
ら
ぬ
と
批
判
し
、
曹
洞
門
下
の
嗣
法
、
嗣
書
に
よ
る
伝
法
の
正
し
さ
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
道
元
も
宗
杲
の
曹
洞
宗

の
「
五
位
」「
臂
香
」
へ
の
態
度
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
を
重
視
し
な
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
道
元
門
下
に
存
し
た
達
磨
宗
門
下
に
と
っ
て
も
、
宗
杲
を
厳

し
く
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
そ
の
主
張
に
共
通
点
を
有
す
る
道
元
の
教
え
は
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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自
証
自
悟
お
よ
び
合
血
・
臂
香
に
つ
い
て

　
「
嗣
書
」
巻
に
お
い
て
、
曹
洞
宗
の
嗣
法
に
重
要
で
あ
る
と
道
元
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
が
「
合
血
の
儀
」
で
あ
る
。「
嗣
書
」
巻
に
は
、

い
ま
、
わ
が
洞
山
宗
門
に
か
け
る
、
臨
済
等
に
か
け
る
に
こ
と
な
り
。
仏
祖
の
衣
裏
に
か
か
れ
り
け
る
を
、
青
原
高
祖
し
た
し
く
六
祖
の
几
前
に
し
て
、

手
指
よ
り
浄
血
を
い
だ
し
て
か
き
、
正
伝
せ
り
け
る
な
り
。
こ
の
指
血
に
、
六
祖
の
指
血
を
合
し
て
か
き
け
る
と
、
相
伝
せ
り
。
初
祖
・
二
祖
の
と

こ
ろ
に
も
、
合
血
の
儀
、
お
こ
な
は
れ
け
る
と
、
相
伝
す
。
こ
れ
、
吾
子
参
吾
、
な
ど
は
か
か
ず
、
七
仏
お
よ
び
諸
仏
の
、
か
き
つ
た
え
ら
れ
け
る

嗣
書
の
儀
な
り
。（『
道
元
禅
師
全
集
』
一
巻
、
五
六
七
頁
）

と
も
あ
り
、

こ
れ
ら
の
嗣
法
を
相
嗣
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
指
血
を
し
て
書
嗣
し
、
あ
る
い
は
舌
血
を
し
て
書
嗣
す
、
あ
る
い
は
油
乳
を
も
て
か
き
、
嗣
法
す
る
、

と
も
に
こ
れ
嗣
書
な
り
。（『
道
元
禅
師
全
集
』
一
巻
、
四
二
六
頁
）

と
も
あ
る
。
嗣
書
を
書
す
と
き
に
は
、
仏
祖
の
衣
裏
に
書
か
れ
て
い
た
仏
祖
名
を
、
青
原
行
思
が
六
祖
慧
能
の
机
前
に
て
、
師
資
の
血
を
合
せ
て
血
書
し

た
と
い
う
。
達
磨
と
慧
可
の
間
に
も
行
わ
れ
た
と
相
伝
す
る
と
い
う
。
青
原
│
慧
能
、
達
磨
│
慧
可
の
間
に
行
わ
れ
た
と
述
べ
て
お
り
、
必
ず
し
も
全
て

の
仏
祖
が
嗣
法
の
際
に
合
血
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
道
元
も
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
嗣
書
の
中
に
は
、
舌
血
を
用
い
る
場
合
や
、
血

で
は
な
く
「
油
乳
」
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、必
ず
し
も
血
書
が
必
要
で
あ
る
わ
け
で
は
無
い
と
し
て
い
る
。
実
態
と
し
て
は
「
血
」

を
流
さ
ず
に
書
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、
仏
祖
の
身
体
を
傷
つ
け
る
と
い
う
五
逆
罪
を
避
け
る
道
元
の
意
図
が

あ
ろ
う
。
火
傷
が
残
る
臂
香
よ
り
も
傷
跡
が
残
ら
な
い
合
血
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
自
ら
の
身
を
傷
つ
け
て
ま
で
求
法
の
意
を
示
し
嗣
法
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
合
血
理
念
は
中
国
曹
洞
宗
に
お
け
る
嗣
法
に
お
け
る
臂
香
に
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共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

寂
円
下
に
お
け
る
発
願
文
と
嗣
法
の
臂
香

　

自
誓
自
戒
・
自
証
自
悟
に
よ
る
嗣
法
の
表
明
は
そ
の
後
、
初
期
の
日
本
曹
洞
宗
に
も
残
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
中
国
か
ら
日
本
に
来
朝

し
道
元
の
も
と
に
参
じ
た
寂
円
と
そ
の
弟
子
、
義
雲
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

　

義
雲
は
、『
宏
智
録
』
の
言
句
を
用
い
て
の
接
化
を
通
じ
つ
つ
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
道
元
の
排
撃
し
た
五
位
を
受
容
す
る
な
ど）
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、
宋
代
曹
洞
禅
の

禅
風
を
道
元
よ
り
も
色
濃
く
残
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
当
然
そ
の
禅
風
は
そ
の
師
で
あ
る
寂
円
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
義
雲
和
尚
略
伝
』（『
義
雲
録
』
正
徳
五
年
〈
一
七
一
五
〉
刊
所
収
）
に
よ
れ
ば
、「
円
常
孤
坐
淵
黙
、
不
屑
誨
勵
。
学
者
無
有
合
其
機
者
」
と
い
い
、
常

に
黙
坐
し
て
寂
円
の
機
に
合
す
る
学
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の
黙
照
禅
を
貫
い
た
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
寂
円
の
も
と
に
投
じ
て
二
十
年
の
苦
辛
の
末
に
得
法
し
た
の
が
義
雲
で
あ
っ
た
。
義
雲
が
寂
円
の
も
と
に
投
じ
る
に
あ
た
り
書
し
た
の
が
、「
発
願

文
」
で
あ
る
。
全
文
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
略
」
で
は
あ
る
が
、

師
自
製
発
願
文
、
告
其
志
於
円
。
其
略
曰
、「
伏
惟
、
生
死
輪
転
之
間
、
生
人
間
甚
難
、
仏
法
流
布
之
代
、
遇
正
法
最
稀
。
浮
木
非
喩
、
曇
華
争
比
。

然
而
適
投
正
嫡
之
室
、
直
修
無
上
之
道
、
聞
未
曾
聞
、
行
未
曾
行
、
豈
不
歓
喜
哉
。
是
非
小
縁
、
正
是
大
因
縁
也
。
乃
至
常
啼
東
尋
、
善
財
南
訪
。

古
尚
如
斯
、
今
可
容
易
哉
。
観
之
兮
断
臂
非
難
、
念
之
兮
焼
身
何
辞
。
仰
願
此
誓
約
不
朽
、
至
無
尽
未
来
際
。（『
曹
洞
宗
禅
語
録
全
書
』
第
一
巻
、

三
一
九
頁
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
発
願
文
」
に
て
寂
円
門
下
に
投
じ
、
入
室
し
た
か
ら
に
は
、
臂
を
断
っ
て
も
身
を
焼
い
て
も
法
を
求
め
る
こ
と
を
誓
約

し
て
い
る
。

　

衆
生
済
度
や
求
法
な
ど
の
決
意
を
表
し
、
発
願
文
を
作
成
す
る
の
で
あ
り
、
発
願
文
自
体
は
宗
派
を
超
え
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
初
期
曹
洞
宗

に
お
い
て
は
こ
う
し
た
入
門
に
あ
た
っ
て
弟
子
が
自
ら
作
成
し
て
提
出
し
た
発
願
文
に
相
当
す
る
書
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
道
元
・
義
雲
・
瑩
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山
紹
瑾
・
義
尹
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鎌
倉
期
曹
洞
宗
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

道
元
も
如
浄
の
堂
奥
に
参
学
す
る
際
に
、『
宝
慶
記
』『
行
状
記
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
入
室
参
学
を
請
う
書
状
を
呈
し
て
許
可
を
求
め
た
こ
と
が
想
起

さ
れ
、
弟
子
か
ら
師
に
対
し
て
参
学
許
可
を
願
う
宗
風
は
如
浄
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
存
す
る
。

　

寂
円
に
義
雲
が
参
じ
る
際
も
、
中
国
僧
と
日
本
僧
と
の
言
語
の
問
題
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
弟
子
か
ら
猥
り
に
法
を
変
え
な
い

こ
と
を
誓
う
宋
代
曹
洞
宗
の
宗
風
の
継
承
と
い
う
側
面
も
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

道
元
に
比
し
て
寂
円
は
宋
代
禅
宗
の
嗣
法
の
家
風
を
よ
り
強
く
継
承
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
道
元
が
寂
円
に
対
し

て
印
可
や
伝
法
・
戒
法
の
授
与
な
ど
を
行
っ
た
確
か
な
記
録
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
如
浄
の
弟
子
で
あ
っ
た
寂
円
に
対
し
て
は
道
元
は
そ
れ
ら
を
行

わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
宝
慶
由
緒
記
』
で
は
、
寂
円
が
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
八
月
二
十
八
日
に
懐
奘
か
ら
印
可
を
受
け
た
と
す
る
が
、
道
元
が
行
わ
な
か
っ
た
印
可
や
伝

戒
を
懐
奘
が
行
っ
た
の
か
極
め
て
疑
問
で
あ
り
、『
宝
慶
由
緒
記
』
に
は
疑
問
点
が
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
永
平
寺
に
伝
来
す
る
寂
円
下
に
伝
来
し

た
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
の
奥
書
に
は
寂
円
の
名
が
無
い
。
道
元
│
懐
奘
と
伝
来
し
、
そ
れ
を
永
平
寺
の
前
住
・
宝
慶
寺
二
祖
で
あ
る
義
雲
が
曇
希

に
伝
え
、
以
後
寂
円
派
の
僧
に
よ
り
書
き
継
が
れ
た
奥
書
を
有
し
て
お
り
、
も
と
も
と
寂
円
派
の
伝
戒
作
法
す
ら
寂
円
を
経
由
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
懐
奘
か
ら
、
寂
円
を
経
由
せ
ず
に
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
が
直
接
、
義
雲
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寂
円
は
『
仏
祖
正

伝
菩
薩
戒
作
法
』
を
懐
奘
か
ら
授
か
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
懐
奘
か
ら
印
可
や
伝
戒
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。『
宝
慶
由
緒
記
』

は
そ
う
し
た
寂
円
の
伝
法
上
の
不
在
と
い
う
事
実
を
不
都
合
と
考
え
た
後
世
の
者
が
、
寂
円
が
「
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
八
月
二
十
八
日
」
に
懐
奘
か

ら
印
可
を
受
け
た
と
す
る
一
文
を
新
た
に
創
作
し
て
寂
円
下
の
伝
法
の
一
灯
な
る
こ
と
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
実
態
と
し
て
は
、
義
雲
が
永
平
寺
に
入
院
し
た
際
に
、
懐
奘
が
所
持
し
て
い
た
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
を
書
写
し
、
そ
の
後
の
寂
円
派
の

人
に
引
き
継
い
だ
こ
と
に
よ
り
、
道
元
以
来
の
菩
薩
戒
伝
授
が
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
中
国
僧
で
あ
る
寂
円
は
宋
に
て
四

分
律
と
菩
薩
戒
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
あ
ら
た
め
て
懐
奘
よ
り
戒
儀
を
受
け
継
ぐ
必
要
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
寂
円
に
参
じ
た
瑩
山
紹
瑾
も
発
願
文
を
書
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
寂
円
下
の
堂
奥
に
参
じ
る
に
は
発
願
文
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
寂
円
が
大
陸
の
人
で
あ
り
、
言
語
の
壁
を
越
え
る
た
め
に
文
字
で
の
誓
約
を
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
実
理
面
の
み
で

は
な
く
、
入
門
に
あ
た
っ
て
誓
約
を
行
わ
せ
る
こ
と
自
体
が
中
国
曹
洞
禅
の
家
風
の
影
響
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
義
雲
と
同
様
に
強
い
求
法
の
決
意
を
記
し
た
発
願
文
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
「
大
智
禅
師
発
願
文
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
、
大
智
で
は
な

く
義
尹
の
撰
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　

特
に
初
期
曹
洞
宗
に
お
い
て
、
特
に
寂
円
門
下
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
は
発
願
文
を
書
し
て
強
い
求
法
の
決
意
を
表
す
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
は
道
元
が
如
浄
に
書
面
に
て
入
室
を
請
う
た
こ
と
や
寂
円
と
義
雲
に
見
る
よ
う
な
中
国
曹
洞
宗
か
ら
の
影
響
が
想
起
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
寂
円
に
対
し
て
義
雲
が
呈
し
た
発
願
文
か
ら
は
「
臂
香
」
に
よ
り
弟
子
が
師
に
対
し
て
求
法
の
決
意
を
表
明
し
た
宋
代
の
曹
洞
禅
の
嗣
法
の
在

り
方
が
想
起
さ
れ
る
。
中
国
曹
洞
宗
に
お
け
る
臂
香
に
よ
る
嗣
法
お
よ
び
堂
奥
へ
の
参
学
と
い
う
禅
風
を
踏
ま
え
て
改
め
て
義
雲
の
発
願
文
を
見
れ
ば
、
嗣

法
の
為
の
臂
香
が
念
頭
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
観
之
兮
断
臂
非
難
、
念
之
兮
焼
身
何
辞
」
と
い
う
覚
悟
に
よ
り
な
さ
れ
る
「
仰
願
此

誓
約
不
朽
、
至
無
尽
未
来
際
」
と
い
う
尽
未
来
際
に
至
る
ま
で
の
誓
約
な
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
後
世
の
切
紙
に
は
こ
の
臂
香
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
恐
ら
く
は
中
世
曹
洞
宗
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
初
期

曹
洞
宗
の
史
料
と
し
て
は
『
御
遺
言
記
録
』
に
「
臂
香
」
と
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
何
ら
か
の
口
伝
が
あ
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
臂
香
」
の
記
事
の

存
在
は『
御
遺
言
記
録
』及
び
収
録
の
諸
作
法
の
成
立
の
古
さ
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、後
世
の
日
本
曹
洞
宗
の
切
紙
伝
授
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
早
々
に
そ
う
し
た
臂
香
の
口
伝
も
絶
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
道
元
が
臂
香
を
採
用
せ
ず
に
嗣
書
に
よ
る
嗣
法
を
採
用
し
、
門
下
に
お
い

て
は
嗣
書
作
成
の
際
の
合
血
が
重
視
さ
れ
続
け
、
臂
香
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

宋
代
曹
洞
宗
に
お
け
る
嗣
法
と
臂
香
・
血
脈

　

宋
代
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
弟
子
か
ら
嗣
法
を
誓
う
と
い
う
臂
香
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
で
は
血
脈
の
伝
授
に
つ
い
て
は
如
何
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

菅
原
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
血
脈
と
は
本
来
は
人
体
に
流
れ
る
血
脈
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
転
じ
て
仏
祖
か
ら
の
法
脈
と
な
り
、「
血
脈
図
」
と

い
わ
れ
る
具
体
的
な
法
系
図
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
弘
忍
門
下
の
後
継
の
選
任
に
お
い
て
、
慧
能
の
偈
が
書
付
け
ら
れ
た
場
所
が
本
来
は
五
祖
血

脈
図
を
記
す
予
定
の
場
所
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
法
脈
図
と
し
て
の
血
脈
図
自
体
は
既
に
宋
代
禅
宗
に
存
在
し
た
。
し
か
し
嗣
法
の
場
に
血
脈
が
用
い
ら
れ

た
事
例
が
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
宋
代
の
『
叢
林
公
論
』
に
は
、
法
嗣
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
曹
洞
宗
の
大
陽
警
玄
が
遺
命
と
し
て
、
臨
済



一
五
八

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

宗
の
浮
山
法
遠
に
法
を
託
し
、然
る
べ
き
人
が
現
れ
た
際
に
曹
洞
宗
の
法
を
付
す
こ
と
を
頼
み
、法
遠
は
投
子
義
青
に
法
を
代
付
し
た
場
面
の
記
事
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、「
円
鑒
曰
、
吾
以
遺
命
、
付
与
洞
山
血
脈
。」（『
続
蔵
』
一
一
三
巻
、
四
五
〇
頁
下
）
と
あ
り
、「
洞
山
血
脈
」
を
付
与
し
た
と
し
て
い
る
と
い

う）
25
（

。
た
だ
し
こ
れ
だ
け
で
は
日
本
曹
洞
宗
の
よ
う
な
具
体
的
な
相
伝
史
資
料
と
し
て
の
「
血
脈
」
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
曹
洞
宗
の
法
が
相
続

さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
の
血
脈
で
あ
る
可
能
性
も
存
す
る
の
で
あ
り
判
断
は
困
難
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
は
血
脈
と
伝
授
を
「
金
針
玉
線
」
と
い
う
具
体
的
な
血
脈
図
の
イ
メ
ー
ジ
と
仏
祖
の
伝
授
、
具
体
的
な
嗣
法
儀
礼
を
関
連
付
け
て

い
る
か
の
よ
う
な
法
語
も
存
在
す
る
。
宏
智
正
覚
の
『
宏
智
録
』
巻
一
、「
泗
州
大
聖
普
照
禅
寺
上
堂
語
録
」
に
は
、「
歳
旦
上
堂
云
、
木
雞
報
暁
、
石
女

歌
春
。
物
物
咸
新
、
人
人
受
歳
。
野
老
門
下
、
却
不
受
賀
。
既
不
受
賀
、
祇
如
尊
賓
父
子
。
如
何
得
血
脈
不
断
去
。
金
針
玉
線
。
如
何
得
相
続
去
。
還
体

悉
得
麼
。
良
久
云
、
転
盻
雪
消
峯
頂
白
、
挙
頭
春
入
焼
痕
青
。」（
石
井
修
道
編
『
宏
智
録 

上
』
禅
籍
善
本
古
注
集
成 

名
著
普
及
会 

一
九
八
四
年
）
と
あ
り
、

仏
祖
の
血
脈
は
「
金
針
玉
線
」
で
あ
る
と
し
、
金
針
玉
線
で
連
綿
と
継
承
さ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
転
語
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
、
頭

を
香
に
よ
り
焼
く
「
頂
香
」
の
儀
礼
に
よ
り
残
っ
た
「
焼
痕
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
臂
」
で
は
無
く
「
頂
（
頭
）」
を
焼
く

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
自
ら
の
体
を
焼
き
誓
約
す
る
と
い
う
伝
法
観
は
や
は
り
宏
智
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
仏
祖
か
ら
の
血
脈
の
相
続
は
、
頭
部
の
焼

痕
（「
頂
香
」）
に
示
現
し
て
い
る
と
正
覚
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
祖
か
ら
の
相
承
を
示
現
す
る
焼
痕
が
得
度
時
の
焼
痕
な
の
か
嗣
法
時
の
焼

痕
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
ま
さ
に
仏
法
の
血
脈
の
相
続
が
自
ら
の
体
を
焼
く
こ
と
に
よ
り
示
さ
れ
る
と
の
価
値
観
を
正
覚
が
示
す
箇
所
で
あ
る
と
み
て
よ

い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
嗣
法
と
い
う
現
実
の
儀
礼
が
説
法
の
イ
メ
ー
ジ
に
確
か
に
影
響
し
う
る
と
み
て
よ
い
。

　

ま
た
弟
子
の
法
智
か
ら
嗣
法
書
が
到
来
し
た
際
の
上
堂
で
は
正
覚
は
、「
師
乃
云
、
万
里
西
来
坐
少
林
、
灯
灯
相
続
至
如
今
。
泥
牛
闘
裏
同
帰
海
、
玉
線

聯
時
妙
契
鍼
。
未
墜
綿
綿
吾
祖
緒
、
不
忘
切
切
老
婆
心
。（
中
略
）
只
如
灯
灯
相
続
、
心
心
相
印
、
血
脈
不
断
処
、
作
麼
生
行
履
。」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、

再
三
、
血
脈
の
玉
線
が
連
続
す
る
血
脈
図
を
語
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
嗣
法
し
た
際
に
は
自
ら
の
法
系
の
「
玉
線
」
す
な
わ
ち
血
脈
図
の
線
が
自
ら
と

弟
子
に
至
り
継
承
さ
れ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
を
宋
代
曹
洞
宗
で
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
時
に
具
体
的
な
血
脈
図
の
作
成
が
嗣
法
の
際

に
宋
代
曹
洞
宗
で
伴
っ
て
い
た
と
し
て
も
全
く
不
思
議
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
元
代
曹
洞
宗
の
万
松
行
秀
は
『
従
容
録
』
巻
三
、
第
四
十
四
則
の
「
興

陽
妙
翅
」
に
お
い
て
、
曹
洞
宗
の
法
脈
に
つ
い
て
、

【
頌
】
頌
云
、
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絲
綸
降
（
聴
聖
旨
）、
号
令
分
（
有
違
者
斬
）。

寰
中
天
子
（
君
臨
万
国
）、
塞
外
将
軍
（
独
鎮
一
方
）。

不
待
雷
驚
出
蟄
（
五
更
侵
早
起
）、
那
知
風
遏
行
雲
（
已
有
夜
行
人
） 

。

機
底
聯
綿
兮
、
自
有
金
針
玉
線
（
難
謾
具
眼
）。

印
前
恢
廓
兮
、
元
無
鳥
篆
蟲
文
（
字
義
炳
然
）。

【
評
唱
】
師
云
（
中
略
）
機
底
聯
綿
、
此
非
機
鋒
之
機
。
謂
錦
機
之
下
、
必
有
巧
婦
針
線
。
雪
巖
先
師
甞
挙
、
穴
細
金
針
纔
露
鼻
。
芒
長
玉
線
妙
投
関
。

此
乃
洞
上
血
脈
。
非
其
中
人
、
不
易
知
也
。（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、
二
五
五
頁
ｂ
│
二
五
六
頁
ａ
）

と
述
べ
て
い
る
。
頌
は
正
覚
の
も
の
で
あ
り
、
続
く
（　

）
で
示
し
た
著
語
お
よ
び
評
唱
が
行
秀
の
語
で
あ
る
。
血
脈
を
連
綿
と
続
く
玉
線
と
し
、
こ
れ

が
「
洞
上
血
脈
」
で
あ
り
、
曹
洞
宗
の
人
で
な
け
れ
ば
容
易
に
知
る
こ
と
は
無
い
と
す
る
。
行
秀
は
『
万
松
老
人
評
唱
天
童
覚
和
尚
拈
古
請
益
録
』
巻
一
、

十
四
則
「
睦
州
在
我
」
に
お
い
て
も
、「
洞
上
宗
風
」
に
つ
い
て
、「
洞
上
宗
風
、
斥
為
話
作
兩
橛
、
決
（
缺
）針
断
線
。
不
見
道
、
恁
麼
相
続
也
大
難
。
直
須
当

存
而
正
泯
。
在
巻
而
亦
舒
。
鈎
鎖
連
環
、
謂
之
血
脉
不
断
。」（『
続
蔵
』
一
一
七
巻
、
四
一
三
頁
下
）
と
述
べ
て
い
る
。
仏
祖
の
命
脈
は
相
続
し
が
た
い
が
、

直
下
の
禅
に
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
、
糸
が
巻
き
緩
め
、
鎖
が
連
環
す
る
か
の
よ
う
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
を
「
血
脈
不
断
」
と
謂
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
「
必
有
巧
婦
針
線
」
と
い
う
の
は
、
法
遠
が
投
子
義
青
に
法
を
代
付
し
た
よ
う
に
、
途
絶
え
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
非
常
に
巧
み
に
継
承
さ
れ
て

き
た
曹
洞
宗
の
嗣
法
が
想
起
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

土
屋
太
祐
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
血
脈
不
断
」
の
語
は
宗
旨
参
究
上
の
正
と
偏
・
理
と
事
の
関
係
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う）
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。
そ

の
見
解
は
当
時
の
宗
旨
上
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
具
体
的
に
相
承
さ
れ
伝
わ
っ
た
血
脈
図
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
た
い
。
こ
こ
に
具
体
的
な
血
脈
図

の
存
在
を
想
像
す
る
の
は
、
突
拍
子
も
無
い
見
解
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
道
元
が
如
浄
か
ら
血
脈
図
を
継
承
し
て
帰

国
し
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
宋
代
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
嗣
法
と
不
断
な
る
血
脈
相
続
・
血
脈
図
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
確
に
関
連
付
け

ら
れ
て
存
在
し
え
た
と
考
え
た
い
。
宋
代
・
元
代
の
曹
洞
宗
の
相
承
に
お
い
て
も
「
鈎
鎖
連
環
」
の
よ
う
に
人
名
を
鎖
の
よ
う
に
赤
い
線
が
折
り
返
さ
れ

継
承
し
て
い
く
よ
う
な
「
血
脈
」
図
の
連
続
を
思
わ
せ
る
言
葉
が
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
お
り
、
曹
洞
門
下
に
嗣
法
と
結
び
つ
い
た
秘
伝
の
血
脈
の
相
承
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が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
宋
代
曹
洞
宗
に
お
け
る
「
血
脈
」
を
巻
き
つ
つ
緩
め
つ
つ
、
鎖
の
よ
う
に
上
下
に
折
り
返
し
な
が
ら

連
関
し
て
い
く
血
線
は
、
創
作
の
詩
偈
の
世
界
の
表
現
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
は
道
元
が
中
国
か
ら
血
脈
を
伝
え
た
よ
う
に
曹
洞
宗
の
中
の
人
に
し

か
知
ら
れ
ぬ
血
脈
図
の
伝
授
が
中
国
禅
宗
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
「
此
乃
洞
上
血
脈
。
非
其
中
人
、
不
易
知
也
。」
と
あ
る
よ
う
な
門
外
の
人
に
は
知
り
が
た
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
述
し
た
よ
う

に
正
覚
が
嗣
法
に
対
し
て
述
べ
た
語
に
は
明
確
に
嗣
法
の
臂
香
（
頂
香
）
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
血
脈
図
と
い
う
現
実
の
相

伝
史
資
料
が
詩
偈
の
世
界
に
表
出
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

た
だ
し
宋
代
曹
洞
禅
者
の
嗣
法
に
お
い
て
血
脈
図
が
絶
待
的
な
相
伝
史
資
料
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
実
態
を
捉
え
て
い
な
い

だ
ろ
う
。
宋
代
一
般
に
お
い
て
は
、
道
元
自
身
が
証
言
す
る
よ
う
に
法
語
・
頂
相
の
伝
授
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
は
宋
代
に

も
「
洞
上
血
脈
」
が
連
綿
と
祖
師
を
経
由
し
玉
線
で
つ
な
が
れ
た
血
脈
図
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
、
一
部
の
中
国
曹
洞
宗
の
嗣
法
に
お
い
て
特
別
な

位
置
を
血
脈
が
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
道
元
は
中
国
曹
洞
宗
に
嗣
法
し
て
嗣
書
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

嗣
法
書
と
は
宋
代
に
お
い
て
は
、
寺
院
住
持
と
な
っ
た
際
に
、
師
に
対
し
て
法
を
嗣
い
だ
こ
と
を
知
ら
せ
る
弟
子
か
ら
の
書
状
の
こ
と
で
あ
り
、
道
元

が
「
嗣
書
」
巻
で
位
置
付
け
た
よ
う
な
師
か
ら
弟
子
へ
と
嫡
々
と
授
け
ら
れ
て
き
た
相
伝
の
書
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
必
ず
し
も
宋
代
禅
林
で
は
嗣
法
は
師
が
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
師
の
思
惑
を
超
え
て
弟
子
が
嗣
法
を
表
明
す
る
場
合
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
は
、
宋
代
臨
済
宗
で
用
い
ら
れ
た
印
可
の
た
め
の
法
語
は
師
か
ら
の
嗣
法
許
可
で
あ
る
。
宋
代
禅
宗
に
お
い
て
は
大
慧
な
ど
が
認
可
の
文
書
を

発
給
し
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
弟
子
か
ら
の
嗣
法
書
に
比
し
た
時
に
、
大
き
く
印
可
・
嗣
法
の
価
値
を
高
め
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
宋

代
に
お
い
て
そ
の
書
式
が
定
ま
っ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
く
、
文
言
に
解
釈
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
統
一
化
・
定
式
化
を
み
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
法
語
が
授
与
さ
れ
る
機
会
も
大
悟
の
後
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、離
別
の
際
で
あ
る
な
ど
、そ
の
機
会
も
定
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

道
元
の
批
判
や
克
勤
・
宗
杲
ら
の
法
語
を
み
れ
ば
、
弟
子
の
「
大
悟
」
を
師
が
「
印
証
」
す
る
、
あ
る
い
は
証
明
の
法
語
を
授
け
る
と
い
う
概
念
は
あ
り
、
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（
そ
れ
は
確
か
に
「
印
可
状
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
）、
一
方
で
は
中
近
世
の
日
本
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
印
可
状
」
と
し
て
の
確
立
し
た
書
式
と
絶
待

的
な
伝
法
の
証
明
の
書
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
宋
代
の
嗣
法
を
後
世
の
日
本

に
お
け
る
「
大
悟
」
と
「
印
可
状
」
の
よ
う
な
確
固
た
る
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
す
る
の
は
危
険
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
宋
代
は
、
あ

く
ま
で
様
々
な
伝
法
の
形
態
が
あ
る
中
で
の
印
証
の
為
の
「
法
語
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
法
語
」
が
発

給
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
時
期
や
書
式
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
後
世
の
よ
う
な
絶
待
的
な
嗣
法
証
明
書
と
し
て
の
印
可
状
に
比
べ
て
そ

の
地
位
や
発
給
さ
れ
る
機
会
は
曖
昧
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

宋
代
に
お
い
て
は
印
証
の
法
語
が
弟
子
に
与
え
ら
れ
た
が
、
印
証
ま
で
至
ら
な
い
弟
子
も
参
禅
中
に
法
語
や
頂
相
を
後
の
た
め
に
備
え
て
お
き
、
住
持

と
な
っ
た
際
や
大
悟
の
際
に
弟
子
の
側
か
ら
嗣
法
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

克
勤
が
嗣
法
の
弟
子
に
与
え
た
印
証
の
法
語
を
見
れ
ば
、
俗
人
等
に
与
え
た
法
語
と
は
全
く
異
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
印
証
の
法
語
と

い
え
ど
、
あ
く
ま
で
法
語
で
あ
る
以
上
、
語
録
編
纂
の
際
に
は
収
録
の
対
象
と
な
り
満
天
下
に
刊
行
さ
れ
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
も
、
後
世
の
日
本
の

よ
う
な
秘
伝
と
し
て
の
印
可
と
い
う
価
値
観
と
は
全
く
違
っ
た
価
値
観
が
宋
代
禅
林
に
存
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
克
勤
や
大
慧
宗
杲
は
容
易

に
は
印
証
を
許
さ
な
か
っ
た
が
、
印
証
で
は
な
い
法
語
は
道
俗
に
大
量
に
授
け
て
い
る
。
法
語
や
頂
相
讃
に
よ
る
印
可
の
証
明
に
お
い
て
は
授
受
者
の
間

で
混
乱
が
生
じ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

道
元
が
「
嗣
書
」
巻
に
て
明
か
す
よ
う
に
、
宋
代
の
「
嗣
法
の
標
準
」
は
、「
法
語
」「
頂
相
」
を
備
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
嗣
書
の
授
受
で
は

な
か
っ
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
語
や
頂
相
お
よ
び
頂
相
讃
こ
そ
宋
代
に
は
参
禅
の
有
無
や
大
悟
の
体
験
を
証
す

る
一
般
的
な
相
伝
史
資
料
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
語
や
頂
相
讃
の
授
与
そ
の
も
の
が
印
可
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
法
語
の
内
容
に
よ
り
そ
れ
が

誰
に
何
時
授
与
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
印
可
の
法
語
か
否
か
が
左
右
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
で
は
、
宋
代
禅
林
の
嗣
法
の
場
に
お
い
て
如
浄
と
道
元
の
よ
う
に
血
脈
図
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
嗣
法
の
場
に
お
い
て

そ
の
証
明
と
な
さ
れ
た
の
は
多
く
の
場
合
は
血
脈
図
で
は
な
く
法
語
や
頂
相
で
あ
っ
た
事
実
は
揺
る
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
は
「
臂
香
」
や

「
血
脈
」
で
の
相
続
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
中
国
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
弟
子
が
「
臂
香
」
を
行
い
、
弟
子
が
師
に
対
し
て
嗣
法
を
誓
う
こ
と
で

嗣
法
が
成
立
す
る
と
い
う
宋
代
曹
洞
禅
林
の
作
法
が
あ
り
、
こ
の
「
臂
香
」
に
つ
い
て
は
意
図
的
に
道
元
が
採
用
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、

自
証
自
悟
と
も
批
判
さ
れ
う
る
よ
う
な
弟
子
か
ら
の
臂
香
の
よ
う
な
必
死
の
参
学
決
意
の
表
明
は
曹
洞
宗
に
お
い
て
堂
奥
へ
の
参
法
や
嗣
法
そ
の
も
の
と
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分
か
ち
が
た
く
、
そ
の
後
、
初
期
の
日
本
曹
洞
宗
に
も
道
元
下
の
「
合
血
」
や
、
寂
円
下
の
発
願
文
な
ど
に
形
を
変
え
て
一
部
は
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

道
元
自
身
は
嗣
法
の
制
度
の
面
で
統
一
を
み
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
宋
代
禅
林
に
学
ん
だ
が
、「
嗣
書
」
巻
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
課
題
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
頂
相
・
法
語
や
嗣
法
書
な
ど
に
よ
る
弟
子
か
ら
の
嗣
法
を
基
本
的
に
道
元
は
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
書
式
も
定

ま
ら
ず
、
巷
間
に
溢
れ
て
乱
発
さ
れ
て
い
た
「
法
語
」「
頂
相
讃
」
で
は
な
く
、
宋
代
禅
林
の
一
部
に
存
在
し
て
い
た
血
脈
図
を
「
嗣
書
」
と
し
て
、
師
か

ら
発
給
す
る
嗣
法
証
明
の
た
め
の
唯
一
の
書
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
宋
代
に
存
在
し
た
臂
香
・
嗣
法
書
・
印
可
の
法
語
等
に
よ
る
様
々
な
形
式
に
よ
る
嗣
法
は
意
図
的
に
門
下
の
嗣
法
に
お
い
て
は
排
除
し
て
、
道

元
門
下
に
お
い
て
は
「
合
血
」
に
よ
る
「
嗣
書
」
の
授
与
に
よ
る
嗣
法
制
度
に
一
本
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
日
本
に
お
け

る
法
系
を
重
視
す
る
意
識
の
み
な
ら
ず
、
道
元
自
身
が
入
宋
し
た
こ
と
で
宋
代
の
嗣
法
の
在
り
方
に
対
す
る
批
判
的
意
識
・
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ

と
と
、
宗
杲
ら
に
よ
る
当
代
の
嗣
法
に
対
す
る
批
判
や
問
題
点
を
道
元
が
知
っ
て
い
た
こ
と
に
依
る
と
思
わ
れ
る
。

　

宋
代
曹
洞
宗
の
嗣
法
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
道
元
が
門
下
に
対
す
る
嗣
法
を
行
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
宋
代
禅
林
の
参
学
・
嗣
法
・
印

可
の
多
様
性
に
学
び
つ
つ
、そ
こ
か
ら
取
捨
選
択
し
て
絶
待
的
な
「
嗣
書
」
に
よ
る
嗣
法
を
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
宋
代
に
お
け
る
嗣
書
（
嗣
法
書
）・

臂
香
が
弟
子
か
ら
師
へ
の
嗣
法
の
通
告
で
あ
り
、
弟
子
か
ら
の
宣
告
に
よ
り
嗣
法
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
「
嗣
書
」
の
概
念
と
在
り
方
を
道
元
が
意
図

的
に
百
八
〇
度
転
換
し
、
実
質
的
に
は
師
か
ら
の
証
明
と
し
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

（
付
記
）

　

本
論
は
平
成
二
十
九
年
度
（
二
〇
一
七
年
度
）
に
駒
澤
大
学
に
提
出
し
受
理
さ
れ
た
博
士
論
文
の
一
部
を
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
論
文
執
筆
の

ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
主
査
の
佐
藤
秀
孝
先
生
、
副
査
の
菅
原
昭
英
先
生
と
飯
塚
大
展
先
生
に
改
め
ま
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

註（1
）
吉
田
道
興
「
如
浄
会
下
に
お
け
る
道
元
禅
師　

相
見
・
入
室
・
身
心
脱
落
・
嗣
法
・
伝
戒
考
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
一
四
号
二
〇
一
三

年
な
ど
が
存
す
る
。



一
六
三

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

（
2
）
菅
原
昭
英
「
公
開
講
演 

道
元
禅
師
の
嗣
書
と
禅
戒
血
脈
を
め
ぐ
っ
て
」『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
』
三
四
号 

二
〇
〇
三
年

 

菅
原
昭
英
「
禅
戒
血
脈
と
栄
西
」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史
の
構
想
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
三
年
所
収
）
な
ど
菅
原
氏
の
優
れ
た
論
考
が
あ
り
、
本
論
も
そ
の
成
果
を
大

い
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
3
）
駒
澤
大
学
禅
宗
史
研
究
会
編
著
『
慧
能
研
究
│
慧
能
の
伝
記
と
資
料
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
│
』
大
修
館
書
店 

一
九
七
八
年

（
4
）
菅
原
昭
英
「
禅
戒
血
脈
と
栄
西
」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史
の
構
想
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
三
年
所
収
）

（
5
）
小
川
氏
は
、
宋
代
禅
は
公
案
禅
の
時
代
で
あ
る
と
し
、
公
案
禅
の
実
態
は
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。「（
一
）「
代
別
語
」「
頌
古
」「
拈
古
」「
評
唱
」
等
の

語
句
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
公
案
」
の
批
評
や
再
解
釈
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
「
文
字
禅
」
の
風
。（
二
）
特
定
の
「
公
案
」
に
全
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
で
意
識
を
臨
界

点
ま
で
追
い
つ
め
、
そ
こ
で
意
識
の
爆
発
を
お
こ
し
て
劇
的
な
「
大
悟
」
の
体
験
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
看
話
禅
」
の
技
法
。「
公
案
禅
」
と
い
う
呼
称
が
こ
れ
ま
で
広

狭
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
て
議
論
に
混
乱
を
招
い
て
い
た
が
│
「
公
案
禅
」
と
「
看
話
禅
」
を
同
義
に
用
い
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
│
自
分
個
人
と
し
て

は
、「
公
案
」
を
扱
う
禅
を
ひ
ろ
く
「
公
案
禅
」
の
名
で
総
称
し
、そ
の
下
位
区
分
と
し
て
「
文
字
禅
」
と
「
看
話
禅
」
を
立
て
る
の
が
最
も
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

時
代
区
分
に
即
し
て
言
え
ば
、
宋
代
禅
は
「
公
案
禅
」
の
時
代
で
、
う
ち
北
宋
期
は
「
文
字
禅
」
が
主
流
を
占
め
、
や
が
て
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
に
か
け
て
大
慧
宗
果
の

「
看
話
禅
」
が
加
わ
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
流
れ
と
な
る
（「
看
話
禅
」
は
た
い
へ
ん
な
勢
い
で
禅
門
を
席
巻
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
文
字
禅
」
の
営
み
が
淘
汰
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。『
無
門
関
』
の
無
門
慧
開
の
よ
う
に
、「
看
話
禅
」
で
悟
り
「
文
字
禅
」
で
表
現
す
る
、
と
い
う
の
が
南
宋
以
降
の
大
勢
で
あ
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
当
の

大
慧
自
身
、
最
も
多
く
の
文
字
作
品
を
遺
し
た
禅
僧
の
一
人
で
も
あ
っ
た
）」（
小
川
隆
『
語
録
の
思
想
史
│
中
国
禅
の
研
究
│
』
岩
波
書
店 

二
〇
一
一
年
、
二
八
八
頁
・

二
八
九
頁
）

（
6
）
石
井
修
道
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
│
中
国
曹
洞
宗
と
道
元
禅
│
』
大
東
出
版
社 

一
九
八
七
年

（
7
）
菅
原
研
州
「『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
に
見
る
『
嗣
書
』
の
書
式
に
つ
い
て
」『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
一
一
号 

二
○
一
○
年

（
8
）「
如も

し
承
嗣
書
・
遺
書
・
入
院
の
先
馳
の
書
を
下
す
に
、
専
使
院
に
至
ら
ば
、
知
客
位
次
を
安
排
し
訖
っ
て
法
堂
の
上
の
一
節
、
化
主
疏
を
納
む
る
の
法
の
如
し
。
書

記
宜
読
し
畢
っ
て
、
専
使
、
住
持
人
の
前
に
お
い
て
両
展
三
拝
す
。」（
鏡
島
元
隆
・
佐
藤
達
玄
・
小
坂
機
融
共
編
『
訳
註
禅
苑
清
規
』
曹
洞
宗
宗
務
庁 

一
九
七
二
年
、

二
二
四
・
二
二
五
頁
）

（
9
）
巴
陵
衆
中
謂
之
鑒
多
口
。
常
縫
坐
具
行
脚
。
深
得
他
雲
門
脚
跟
下
大
事
、所
以
奇
特
。
後
出
世
法
嗣
雲
門
。
先
住
岳
州
巴
陵
、更
不
作
法
嗣
書
。
只
将
三
転
語
上
雲
門
。

如
何
是
道
、
明
眼
人
落
井
。
如
何
是
吹
毛
剣
、
珊
瑚
枝
枝
撐
著
月
。
如
何
是
提
婆
宗
、
銀
椀
裏
盛
雪
。
雲
門
云
、
他
日
老
僧
忌
辰
只
挙
此
三
転
語
、
報
恩
足
矣
。
自
後
果

不
作
忌
辰
斎
、
依
雲
門
之
嘱
、
只
挙
此
三
転
語
。（
巴
陵
、
衆
中
に
之
を
「
鑒
の
多お
し
や
べ
り口」
と
謂
う
。
常
に
坐
具
を
縫
い
つ
け
行
脚
す
。
深
く
他
の
雲
門
の
脚
跟
下
に
大
事

を
得
て
、
所
以
に
奇
特
た
り
。
後
に
出
世
し
て
雲
門
に
法
嗣
す
。
先
に
岳
州
の
巴
陵
に
住
す
る
に
更
に
法
嗣
書
を
作
ら
ず
、
只
だ
三
転
語
を
将
て
雲
門
に
上
た
て
ま
つる
。「
如
何

な
る
か
是
れ
道
、
明
眼
の
人
、
井
に
落
つ
」「
如
何
な
る
か
是
れ
吹
毛
の
剣
、
珊
瑚
枝
枝
に
月
を
撐
著
す
」「
如
何
な
る
か
是
れ
提
婆
宗
、
銀
椀
裏
に
雪
を
盛
る
」
と
。
雲

門
云
く
、「
他
日
、
老
僧
の
忌
辰
に
、
只
だ
此
の
三
転
語
を
挙
せ
ば
、
報
恩
に
足
れ
り
」
と
。
自
後
、
果
し
て
忌
辰
の
斎
を
作
さ
ず
。
雲
門
の
嘱
に
依
っ
て 

、
只
だ
此
の

三
転
語
を
挙
す
る
の
み
」。）（『
大
正
蔵
』
巻
四
八
、一
五
四
頁
ａ
ｂ
）（
入
矢
義
高
ほ
か
『
碧
巌
録
』
上 
岩
波
文
庫 

一
九
九
二
年
、
一
九
七
・
一
九
八
頁
）
と
あ
る
。
ち
な

み
に
末
木
文
美
士
編
『
現
代
語
訳 

碧
巌
録 

上
』（
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
年
）
で
は
、法
嗣
書
を
、嗣
法
の
際
に
師
か
ら
弟
子
に
与
え
る
書
付
け
と
解
釈
す
る
が
、こ
の
場
合
、



一
六
四

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

法
嗣
書
は
弟
子
か
ら
師
へ
入
院
・
嗣
法
を
告
げ
る
書
信
の
こ
と
で
あ
る
。

（
10
）
禅
師
、
名
は
慧
元
。（
中
略
）
治
平
三
年
の
春
、
黄
龍
に
至
る
。
時
に
南
禅
師
、
積
翠
自
り
来
る
。
龍
衆
蟻
の
如
く
慕
い
て
集
ま
る
。
元
、
毎
に
下
板
に
坐
す
。（
中
略
）

久
し
く
し
て
頓
に
其
の
疑
を
釈
し
て
即
日
に
発
し
去
る
。
熙
寧
元
年
、
呉
に
入
り
て
呉
江
寿
聖
寺
に
住
し
、
僧
を
し
て
黄
龍
に
造い
た
ら
し
め
、
嗣
法
書
を
投
ず
。

（
11
）『
嘉
泰
普
灯
録
』『
天
聖
廣
灯
録
』
な
ど
先
行
す
る
灯
史
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
12
）
こ
れ
は
黄
檗
と
馬
祖
の
問
答
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
石
頭
希
遷
が
青
原
行
思
の
下
に
い
た
と
き
、
南
嶽
慧
思
に
書
を
届
け
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
石
頭
は
南

嶽
に
問
答
を
仕
掛
け
て
結
局
、
手
紙
を
届
け
ず
に
帰
っ
た
。
石
頭
は
青
原
に
嗣
法
し
て
青
原
か
ら
譲
ら
れ
た
鈯
斧
子
を
持
っ
て
南
嶽
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
話
が
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
玄
沙
が
使
僧
を
遣
わ
し
て
雪
峯
に
白
紙
を
届
け
さ
せ
、
文
字
言
句
に
関
わ
ら
な
い
宗
風
を
提
示
し
た
と
い
う
逸
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。『
汾

陽
無
德
禅
師
語
録
』
巻
二
に
は
、「
玄
沙
令
僧
持
書
上
雪
峯
。
峯
開
見
是
白
紙
。
遂
呈
示
大
衆
云
、
会
麼
。
衆
無
語
。
峯
云
、
不
見
道
君
子
。
千
里
同
風
僧
。
回
挙
似
玄
沙
。

沙
云
、
山
頭
老
漢
蹉
過
也
不
知
。
故
遣
馳
書
達
遠
信
、
不
于
文
字
示
家
風
。
回
来
却
報
玄
沙
語
、
蹉
過
分
明
理
更
封
。」（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、
六
一
三
頁
ｂ
）
と
あ
る
。

（
13
）
こ
う
し
た
嗣
書
（
嗣
法
書
・
法
嗣
書
と
も
い
う
）
の
専
使
を
勤
め
た
の
は
、『
敕
修
百
丈
清
規
』（
一
三
四
三
年
刊
）
巻
三
、「
請
新
住
持
」「
発
専
使
」
項
に
、「
所
請
専
使
、

或
上
首
知
事
。
或
勤
旧
。
或
西
堂
首
座
。
或
以
次
頭
首
充
之
」（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、
一
一
二
三
頁
ｂ
）」
と
あ
る
通
り
、
上
首
知
事
、
勤
旧
（
旧
来
よ
り
参
禅
の
人
々
）、

西
堂
首
座
、
そ
れ
に
次
ぐ
頭
首
な
ど
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
嗣
法
書
を
通
じ
る
場
合
に
は
、
し
か
る
べ
き
職
位
や
久
参
の
僧
侶
を
選
ん
で
専
使
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）
善
権
智
和
尚
下
法
嗣
書
上
堂
。
僧
問
、
記
得
僧
問
曹
山
、
日
未
出
時
如
何
。
山
曰
、
曹
山
也
曽
恁
麼
来
。
未
審
此
意
如
何
。
師
云
、
智
不
到
処
、
難
下
名
言
。
進
云
、

巻
糸
輪
望
遠
山
隠
隠
、
撥
船
頭
近
古
岸
依
依
。
師
云
、
到
岸
時
作
麼
生
。
進
云
、
帆
飽
清
風
、
棹
穿
明
月
。
師
云
、
又
是
随
波
逐
浪
去
也
。
進
云
、
日
出
後
如
何
。
山
云
、

猶
較
曹
山
半
月
程
、又
作
麼
生
。
師
云
、明
白
纔
分
生
化
路
。
箇
中
消
息
便
成
功
。
進
云
、兒
孫
得
力
室
内
不
知
。
師
云
、只
如
室
内
底
人
、如
何
親
近
。
進
云
、虚
明
自
照
、

不
労
心
力
。
師
云
、
猶
隔
雲
水
在
。
進
云
、
如
何
得
十
成
去
。
師
云
、
不
守
珍
御
始
得
。
師
乃
云
、
万
里
西
来
坐
少
林
、
灯
灯
相
続
至
如
今
。
泥
牛
闘
裏
同
帰
海
、
玉
線

聯
時
妙
契
鍼
。
未
墜
綿
綿
吾
祖
緒
、
不
忘
切
切
老
婆
心
。
風
前
一
弄
無
弦
曲
、
会
有
叢
林
人
賞
音
。
只
如
灯
灯
相
続
、
心
心
相
印
、
血
脈
不
断
処
、
作
麼
生
行
履
。
還
体

悉
得
麼
。
翡
翠
踏
翻
荷
葉
雨
、
鷺
鷥
衝
破
竹
林
煙
。（
石
井
修
道
編
『
宏
智
録 

上
』
禅
籍
善
本
古
注
集
成 

名
著
普
及
会 

一
九
八
四
年
）

（
15
）「
有
祖
已
来
。
唯
務
単
伝
直
指
。
不
喜
帯
水
拕
泥
打
露
布
列
窠
窟
鈍
置
人
。
蓋
釈
迦
老
子
、三
百
余
会
対
機
設
教
、立
世
垂
範
。（
中
略
）雖
自
迦
葉
二
十
八
世
、少
示
機
関
、

多
顕
理
致
。
至
於
付
受
之
際
、
靡
不
直
面
提
持
。
如
倒
刹
竿
、
盌
水
投
針
、
示
円
光
相
、
執
赤
旛
、
把
明
鑑
。
説
如
鉄
橛
子
伝
法
偈
。
達
磨
破
六
宗
、
与
外
道
立
義
。（
中
略
）

尤
復
顕
言
。
教
外
別
行
単
伝
心
印
。
六
代
伝
衣
所
指
顕
著
。
逮
曹
渓
大
鑑
。
詳
示
説
通
宗
通
、歴
渉
既
久
。（
中
略
）要
須
是
箇
向
上
根
器
具
高
識
遠
見
。
有
紹
隆
仏
祖
志
気
、

然
後
能
深
入
閫
奥
。
徹
底
信
得
、
及
直
下
把
得
住
。
始
可
印
証
、
堪
為
種
草
。
捨
此
切
宜
宝
秘
慎
詞
、
勿
作
容
易
放
行
也
。」
と
あ
り
、
以
上
の
前
半
部
分
の
み
東
京
国
立

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
、後
欠
で
あ
る
が
『
圜
悟
録
』
に
よ
り
全
文
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
欠
部
は
「
五
祖
老
師
。
平
生
孤
峻
。
少
許
可
人
。（
中
略
）
始
可
下
手
鍛
錬
、

方
禁
得
挙
踢
、
然
後
示
以
金
剛
王
宝
剣
。（
中
略
）
少
林
面
壁
全
提
正
宗
。
而
時
流
錯
認
遂
尚
泯
黙
、
以
為
無
縫
罅
、
無
摸
索
、
壁
立
万
仞
、
殊
不
知
本
分
事
、
恣
情
識
摶
量
、

便
為
高
見
、
此
大
病
也
。（
中
略
）
趙
州
喫
茶
去
、
秘
魔
巖
擎
扠
、
雪
峯
輥
毬
、
禾
山
打
鼓
、
俱
胝
一
指
、
帰
宗
拽
石
、
玄
沙
未
徹
。
德
山
棒
、
臨
済
喝
。
並
是
透
頂
透
底
、

直
截
剪
断
葛
藤
。（
中
略
）
末
後
一
句
、
始
到
牢
関
、
誠
哉
是
言
、
透
脱
死
生
、
提
持
正
印
、
全
是
此
箇
時
節
、
唯
踏
著
上
頭
関
捩
子
底
、
便
諳
悉
也
。
隆
公
知
蔵
、
湖
湘

投
機
、還
往
北
山
十
余
年
、真
探
賾
精
通
本
色
衲
子
、遂
挙
分
席
訓
徒
已
三
載
。
予
被
睿
旨
、移
都
下
天
寧
、欲
得
法
語
以
表
道
契
、因
為
出
此
数
段
。
宣
和
六
年
十
二
月
中
、

仏
果
老
僧
書
」（『
大
正
蔵
』
四
七
、七
七
六
頁
ｃ
│
七
七
七
頁
ｂ
）
と
あ
る
。



一
六
五

宋
代
禅
宗
の
嗣
法
と
道
元
（
廣
瀬
）

 

　

文
中
に
あ
る
「
北
山
」
と
は
、
も
と
虎
丘
紹
隆
が
い
た
長
蘆
寺
の
近
く
の
北
山
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
前
半
部
だ
け
で
も
縦
四
三
・
九
㎝
、
横
五
二
・
四
㎝
の
大
き
な

も
の
で
あ
り
、
後
欠
部
分
と
合
わ
せ
れ
ば
本
来
は
幅
１
ｍ
近
い
大
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
大
部
の
印
可
状
を
与
え
ら
れ
た
本
人
に
と
っ
て
極
め
て
名
誉

な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

（
16
）『
宏
智
録
』
中
の
法
語
数
と
頂
相
讃
の
数
を
克
勤
の
そ
れ
と
対
比
し
て
掲
げ
た
い
所
で
は
あ
る
が
、『
宏
智
録
』
に
は
「
法
語
」
部
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
「
偈

頌
」
部
に
は
道
俗
に
宛
て
た
偈
頌
が
収
録
さ
れ
、
正
覚
が
道
俗
問
わ
ず
偈
頌
を
授
け
、
和
韻
す
る
な
ど
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
宏
智
録
』
巻
五
に
収
録
さ
れ

る
頂
相
讃
数
は
、
克
勤
の
頂
相
讃
数
と
対
比
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
の
で
こ
こ
に
示
し
た
い
。

 

　

僧
侶
の
求
め
に
よ
る
も
の　

二
〇
首　
「
雪
竇
宗
長
老
茲
写
師
像
」「
大
寧
悟
長
老
写
師
像
求
贊
」「
万
寿
暉
長
老
写
師
像
求
賛
」「
保
福
萃
長
老
写
師
像
求
賛
」「
清
潭
栄

長
老
写
師
像
求
賛
」「
光
孝
恭
長
老
写
師
像
求
賛
」「
能
仁
翼
長
老
写
師
像
求
賛
」「
南
明
慧
長
老
写
師
像
求
賛
」「
祖
印
漸
長
老
写
師
像
求
賛
」「
浄
居
照
長
老
写
師
像
求
賛
」「
報

願
慧
長
老
写
師
像
求
賛
」「
能
仁
仁
長
老
写
師
像
求
賛
」「
惠
首
座
写
師
像
求
賛
」「
璋
監
寺
写
師
像
求
賛
」「
参
頭
智
舒
与
衆
行
者
写
師
像
求
賛
」「
智
宣
直
歳
写
師
像
求
賛
」

「
鳥
巨
光
長
老
写
真
求
賛
」「
真
首
座
写
真
求
賛
」「
教
監
寺
写
真
求
賛
」「
小
師
智
臨
禅
客
写
真
求
賛
」

 

　

俗
人
の
求
め
に
よ
る
も
の　
　

六
首　
「
湯
寿
郷
察
推
写
真
求
賛
」「
銭
郎
中
写
真
求
賛
」「
張
漢
郷
写
真
求
賛
」「
張
監
税
写
真
求
賛
」「
鄭
成
忠
写
真
求
賛
」「
王
承
事

写
真
求
賛
」
で
あ
る
。
ま
た
『
宏
智
録
』
巻
六
に
も
「
従
首
座
画
予
於
松
石
間
求
賛
」
な
ど
の
よ
う
な
も
の
も
収
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
性
格
の
不
明
な
も
の
・
雑
多
な
も

の
が
多
数
収
録
さ
れ
て
お
り
、
基
準
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
巻
五
の
み
を
対
象
と
し
て
こ
こ
に
示
し
た
。

（
17
）『
圜
悟
録
』
巻
一
五
、「
示
曽
待
制
」
に
は
「
禅
非
意
想
。
道
絶
功
勲
。
若
以
意
想
参
禅
。
如
鑽
氷
求
火
掘
地
覓
天
。
只
益
労
神
。（
中
略
）
則
禅
道
歴
然
。
才
擬
作
解

則
千
里
万
里
。
要
是
向
来
世
智
弁
聡
。
頓
然
放
却
消
遣
令
尽
。
自
然
於
此
至
実
之
地
。
自
証
自
悟
。
而
不
留
証
悟
之
迹
。
翛
然
玄
虚
通
達
乃
善
」（『
大
正
蔵
』
四
七
巻
、

七
八
三
頁
ｃ
│
七
八
四
頁
ａ
）
と
あ
る
。

（
18
）
荒
木
見
悟
『
禅
の
語
録
一
七　

大
慧
書
』
筑
摩
書
房 

一
九
六
九
年

（
19
）
荒
木
見
悟
『
禅
の
語
録
一
七　

大
慧
書
』
筑
摩
書
房 

一
九
六
九
年

（
20
）
日
本
臨
済
宗
大
応
派
の
祖
で
あ
る
南
浦
紹
明
が
入
宋
し
て
虚
堂
智
愚
の
会
下
に
参
じ
た
際
の
事
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
智
愚
は
紹
明
の
大
悟
の
前
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、そ
の
境
地
を
「
明
白
」
と
認
め
、紹
明
の
言
動
は
「
宗
旨
」
を
失
し
な
い
、と
す
る
内
容
の
頂
相
賛
を
与
え
た
と
い
う
。
紹
明
は
そ
の
後
も
参
禅
を
続
け
た
結
果
、

二
ヶ
月
後
に
大
悟
し
た
。
そ
し
て
大
悟
の
際
に
智
愚
が
印
可
し
て
い
る
。
紹
明
の
場
合
も
大
悟
と
印
可
の
前
で
は
あ
る
も
の
の
、
既
に
一
定
程
度
は
智
愚
か
ら
境
地
を
認

め
ら
れ
た
頂
相
讃
を
得
て
い
る
。

（
21
）
聖
胎
長
養
の
語
は
、唐
代
禅
者
の
馬
祖
道
一
が
即
心
是
仏
を
悟
っ
た
後
の
禅
僧
の
修
行
の
在
り
方
と
し
て
「
若
体
此
意
、但
可
随
時
著
衣
喫
飯
、長
養
聖
胎
、任
運
過
時
。

更
有
何
事
。」（『
祖
堂
集
』
巻
一
四
「
江
西
馬
祖
」）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
。

（
22
）『
行
状
記
』
に
は
如
浄
が
曹
洞
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を
周
囲
に
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、嗣
法
後
の
道
元
が
「
師
已
為
洞
山
嫡
孫
、何
不
露
嗣
法
。」
と
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
。

た
だ
し
、
宝
慶
元
年
夏
安
居
時
に
既
に
仏
祖
礼
を
授
か
っ
た
道
元
は
如
浄
が
曹
洞
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
堂
奥
に
参
じ
た
僧
は
如
浄
が
曹
洞
宗

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
堂
奥
に
参
じ
な
い
大
衆
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
23
）
石
井
修
道
「『
仏
祖
』『
嗣
書
』『
面
授
』
考
」『
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
論
集
』
三
九
号 

二
〇
〇
八
年
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（
24
）
石
井
清
純
「
義
雲
和
尚
語
録
」（
石
井
清
純
・
平
子
泰
弘
編
著
『
曹
洞
宗
禅
語
録
全
書
訓
註
中
世
篇
第
一
巻
』（
四
季
社 

二
〇
〇
五
年
所
収
）

（
25
）
菅
原
氏
前
掲
論
文
参
照
。

（
26
）
土
屋
太
祐
「
血
脈
不
断
・
相
続
也
大
難
│
宋
代
禅
宗
に
お
け
る
公
案
解
釈
の
一
視
点
│
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
七
巻
二
号 

二
〇
一
九
年


